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令和５年度 指定障がい福祉サービス事業者等の指導監査について 
 

 

１ 指導監査の概要 

（１）目的 

指定障がい福祉サービス事業者等が法令、通知等を遵守し、適正な事業運営を実施している
か否かを明らかにし、当該事業者等の適正かつ円滑な事業運営を確保すること。 

 

（２）対象 

  ア 指定障がい福祉サービス事業者 

  イ 指定障がい者支援施設の設置者 

  ウ 指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障がい児相談支援事業者 

  エ 指定障がい児通所支援事業者 

  オ 指定地域生活支援事業者 

 

（３）実施方法 

区分 実施方法 対象事業所 実施課 

指導 

集団指導 

一定の場所における
講習やオンラインを
活用した方法により
実施 

全事業所（年１回程度） 
障がい福祉課 

（総務監査課） 

実地指導 

事業所・施設等におい
て面接、書類確認等※
により実施 

概ね３年ごと 総務監査課 

監査 

事業所・施設等におい
て面接、書類確認等に
より実施 

著しい運営基準違反の疑い
がある場合 

給付費の請求内容が不適切
な疑いのある場合 

虐待の疑いがある場合 

総務監査課 

（ 障 が い 福 祉
課） 

  ※指導の際、事前提出を依頼する調書をホームページに掲載しています。 

   また、業務管理体制の整備状況の確認・点検を通じて、法令遵守に対する意識を高めると 

ともに問題点の改善を行っていただくため、業務管理体制整備状況確認のための点検表も 

掲載しています。 

自主点検に御活用ください（URL は以下を参照）。 

http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushi/1050945.html 
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２ 指定障がい福祉サービス事業者等の実地指導実施状況について 

適正かつ円滑な事業運営を確保していくため、皆様のご理解・ご協力をいただきますようよろ
しくお願いいたします。 

サービス種類 事業所数 
（R5.4.1 時点） 

実施数 
（R6.2.28 時

点） 
実施率（％） 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
・
児
童
福
祉
法 

居宅介護 47 12 25.5% 

重度訪問介護 43 12 27.9% 

同行援護 10 1 10.0% 

行動援護 3 1 33.3% 

療養介護 0   

生活介護（基準該当含む） 39 3 8.1% 

短期入所（共生型含む） 24 3 16.7% 

重度障がい者等包括支援 0   

自立訓練（機能訓練） 0   

自立訓練（生活訓練） 3 1 33.3% 

宿泊型自立訓練 1   

就労移行支援 11 3 27.3% 

就労継続支援Ａ型 11 0 0.0% 

就労継続支援Ｂ型 32 8 25.0% 

就労定着支援 1 0 0.0% 

自立生活援助 0   

共同生活援助 26 6 23.0% 

施設入所支援 4 2 50.0% 

地域移行支援 1 0 0.0% 

地域定着支援 1 0 0.0% 

計画相談支援 27 4 14.8% 

障がい児相談支援 21 3 14.3% 

児童発達支援 30 2 6.7% 

放課後等デイサービス 50 3 6.0% 

保育所等訪問支援 3 1 33.3% 

計 388 65 16.8% 

 

 
※事業所数は、計上した時点で休止中の事業所を含む 
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３ 実地指導における主な指摘事項一覧       

（１）共通事項                   ※令和５年 4 月 令和６年２月実施分 

区分 № 指摘事項の概要 補足 

勤務
体制 

1 

勤務表について、勤務時間、職務の内容、常
勤・非常勤の別、管理者との兼務関係を記載
すること。 

事業所として適切な人員配置ができ
ているか自己点検できる形式である
ことが望ましいです。 
 

運営
規程 
・ 

契約
書類
等 

2 

運営規程と重要事項説明書の整合を図るこ
と。 

事業所運営の内容を変更した場合
は、重要事項説明書や運営規程の記
載を修正してください。また、関連
する書類も確認し、修正漏れがない
ようにしてください。 
 

3 

運営規程・重要事項説明書について実態に即
して修正すること。 
（従業員の職種・員数及び職務の内容、営業
日、営業時間、利用定員、事業の実施地域、
利用者から徴収する費用の種類及びその額
（食事代等）、緊急時等における対応方法） 
 

運営規程の見直しをしないまま、実
態に即していないものが何年も使用
されている事例が見られます。運営
規程については、１年に１回程度、
記載内容が実態と合っているか確認
してください。なお、運営規程を変
更したときは、豊田市障がい福祉課
へ届出をしてください。 

4 

重要事項説明書等に、事故発生時の対応を記
載すること。 

事故発生時の対応については、文書
の交付による説明が必要なため、利
用者に渡す重要事項説明書や契約書
等に記載してください。 
 

5 

提供するサービスの第三者評価の実施状況に
ついて、利用者等に文書を交付して説明を行
い、同意を得ること。 

最も指摘事項として多い内容です。
毎年指摘事項として掲載していま
す。第三者評価を実施していない場
合は、実施していない旨を記載しま
す。実施している場合は、直近の実
施日、実施した評価機関、評価結果
の開示状況を記載する必要がありま
す。 

6 

個人情報の利用について、利用者及び家族の
同意を得ること。 

個人情報利用同意書に、本人のみの
署名だと、家族の同意を得ているこ
とにはなりません。 
 

【その他】 
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運営規程・重要事項説明書に記載する従業員の職種・員数及び職務の内容については、基準
省令においておくべきとされている員数を満たす範囲において「〇人以上」と記載しても差
し支えありません。（根拠 基準省令第３1 条 解釈通知。全サービス共通） 

個別
支援
計画 

7 

個別支援計画について、内容を利用者又はその
家族に対して説明し、利用者の同意を得て交付
する必要があることに留意すること。 

サービス提供の根拠となる個別支援
計画については、必ずその内容を
利用者（又はその家族）に説明し
てください。 

虐待
防止 

8 

・虐待の発生又はその再発を防止するため、
以下の措置を講じること。 

（１）虐待防止のための委員会を年に１回は
開催するとともに、その結果を従業者
に周知すること。 

（２）虐待防止のための研修を新規採用時及
び年に１回以上行うこと。 

（３）虐待防止のための措置を適切に実施す
るための担当者を置くこと。 

・運営規程に虐待防止のための措置に関する
事項を記載すること。 

委員会は、事業所単位でなく法人単
位で設置いただければ結構です。 

また、身体拘束等適正化検討委員会
と一体的に設置・運営することも差
し支えありません。 

身体
拘束 

9 

身体拘束等の適正化を図るため、以下の措置
を講じること。 
（１）身体拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を少なくとも１年に１回
は開催すること。 

（２）身体拘束等の適正化のための指針を整
備すること。 

（３）従業者に対し、身体拘束等の適正化の
ための研修会を定期的に開催するこ
と。 

適切になされていない場合は「身体
拘束廃止未実施減算（５単位／日）
の対象となります。 

処遇
改善
加算 

10 

・処遇改善加算について、資質向上の目標、
及び資格取得のための支援に関する具体的
な計画を策定すること。 

・特定処遇改善加算について、処遇改善の内
容等について、インターネットの利用等そ
の他適切な方法により公表すること。 

 

その
他 

11 

法定代理受領により、給付費の支給を受けた場
合は、利用者に対して法定代理受領額を通知す
ること。 
 

請求の内容について確認を受けるこ
とに加えて、給付費を適正に受給し
たことを利用者又は保護者に通知す
る必要があります。実際に適正な支
給を受けたことを通知する趣旨のた
め、事業所として支給が確認できた
日以降に通知を行ってください。 

12 
ハラスメントを防止するための方針の明確化
等の必要な措置を講じること。 
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（２）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 

区分 No. 指摘事項の概要 補足 

個別
支援
計画 

1 

個別支援計画について、担当する従業者の氏
名及び資格種別についても記載すること。 

資格種別の記載は居宅介護のみ該
当します。従業者の資格種別に応じ
て、報酬の単位数が変化します。事
前に計画へ位置付け、利用者へ説明
してください。 

2 

個別支援計画について、計画内のサービス内
容と実際に提供したサービス内容が一致して
いない利用者が複数見受けられたため、整合
を図ること。 

個別支援計画には、サービス提供の
内容を位置付ける必要があります。 
サービス提供の内容に変更の必要
が生じた際には、新しい計画に必要
な記載内容の漏れがないように注
意してください。 

報酬
算定 

3 

特定事業所加算Ⅰについて、全ての従業者に
対し、従業者ごとに研修計画を作成し、個別具
体的な研修目標、内容、研修期間、実施時期等
を定めた研修計画を作成すること。 

 

 

（３）共同生活援助 

区分 No. 指摘事項の概要 補足 

その
他の
運営
基準 

1 

利用に係る契約をしたときは、入退居報告書
を障がい福祉課へ提出すること。 

 

報酬
算定 

2 

帰宅時支援加算について、利用者が帰省して
いる間、家族等との連携を図り、当該利用者の
居宅等における生活状況を把握するととも
に、その内容について記録すること。 

帰省に伴う家族との連絡調整や交
通手段の確保に加え、利用者の生活
状況の把握とその内容の記録が必
要ですのでご留意ください。 

 

（３）相談支援 

区分 No. 指摘事項の概要 補足 

その
他の
運営
基準 

1 

基本相談支援及び計画相談支援・障がい児計
画相談支援の実施状況を事業所の見やすい場
所に掲示又は自由に閲覧可能な状態で備え置
くこと。 

利用申込者のサービスの選択に資
すると認められる重要事項として、
事業所内で閲覧できるように備え
ておく必要があります。 

2 
モニタリングについて、実施した内容の記録
を行い、５年間保存すること。 

 

報酬
算定 

3 

主任相談支援専門員配置加算を算定する場合
は、体制が整備されている旨を公表する必要
があることに留意すること。 
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（４）放課後等デイサービス 

区分 No. 指摘事項の概要 補足 

勤務
体制 

1 

人員について、サービス提供時間帯を通じて
児童指導員又は保育士を 2 以上配置すること
に留意すること。 

児童発達支援管理責任者、障がい福
祉サービス経験者は員数に含めま
せん。左記人員が満たされていなか
った場合、減算となる可能性もある
ので、特に御注意ください。 
 

非常
災害
対策 

2 

震災、風水害、火災その他の非常災害時に
障がい児の安全を確保するために講ずべ
き措置に関する具体的な計画を立て、従業
者に周知すること。 

 

 

（５）就労継続支援 B 型 

区分 No. 指摘事項の概要 補足 

運営
規程 

1 

在宅において利用する支援を行う場合は、運
営規程に在宅で実施する訓練及び支援内容を
明記すること。 
 

 

その
他の
運営
基準 

2 

年度ごとに、以下の事項を利用者に通知する
こと。 
（１）当該年度における工賃の目標水準 
（２）前年度に利用者に対し支払われた工賃

の平均額" 

左記の事項は、都道府県及び中核市
への届け出とともに、利用者への通
知も必要ですのでご留意ください。 

3 

施設外就労により就労している利用者につい
ては、月の利用日数のうち最低 2 日は、施設
外就労先又は事業所内において訓練目標に対
する達成度の評価を行うこと。 

 

会計 4 

就労支援事業会計基準に基づき次の書類を作
成すること。 
（１）就労支援事業活動計算書 
（２）就労支援事業別事業活動明細書 
（３）就労支援事業製造原価明細書及び就労

支援事業販管費明細書 

就労移行支援、就労継続支援 A 型・
B 型を行う事業所は、適切に製造原
価を把握したうえで適正な利用者
工賃・給与を算出するために、左記
書類を作成してください。 
（３）について、年間売り上げが
5,000 万円以下で、製造業務と販売
業務に係る費用を区別することが
困難な場合は、就労支援事業明細書
を作成すれば足りることとします。 
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４ 制度改正関連 

  令和３年度制度改正によるものですが、令和４年４月１日から、業務継続計画（BCP)の策定、
衛生管理の指針等策定が義務付けられています。経過措置として令和６年３月３１日までは努力
義務となっておりますが、令和６年４月１日から義務化となります。各事業所においては速やか
に対応いただきますようお願いいたします。 

【略称】指定障がい福祉サービス基準 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律に基づく指定障がい福祉サービスの事業などの人員、
設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚労省令第 171 号） 

    指 定 通 所 支 援 基 準 児童福祉法の基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び
運営に関する基準（平成 24 年厚労省令第 15 号） 

 

 

（１）業務継続計画（BCP）の策定 

  （指定障がい福祉サービス基準第第３３条の２・指定通所支援基準第３８条の２） 

 不測の事態に対応できるよう、適切な計画の策定・研修及び訓練の実施をお願いします。 

 

【計画の策定】 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施す
るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、従業者へ周知徹
底してください。 

・感染症及び災害の計画を一体的に策定しても構いません。 

・記載項目と各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナ
ウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等におけ
る自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。 

【研修及び訓練の実施】 

必要な研修や訓練を定期的に（年１回以上）実施してください。 

   ・感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研
修と一体的に行っていただいても差し支えありません。 

・訓練は、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場
合に実践する支援の演習等を実施してください。実施方法は机上・実地のいずれでも問い
ません。 
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（２）衛生管理の指針等策定 

  （指定障がい福祉サービス基準第第３４条第３項・指定通所支援基準第４１条第２項） 

利用者及び従業者の方を感染の危険から守るため、適切な衛生管理に務めていただくようお
願いします。 

 

【委員会の設置】 

感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね６月に１回以上開催し、
その結果を従業者へ周知徹底してください。 

・既存の衛生委員会等で感染症予防及びまん延防止等について検討いただければ結構です。 

・新たに委員会を設置する必要はありません。 

・専任の感染対策を担当する従業員（感染対策担当者）を決めておくことが必要です。 

・事業所単位ではなく法人単位で設置いただければ結構です。 

・委員会の開催については、テレビ電話等の通信機器を用いた開催も可能です。 

【指針の策定】 

感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備してください。 

・平常時の対策、発生時の対応について規定してください。 

参考資料 障がい福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル 

【研修及び訓練の実施】 

感染症の予防及びまん延防止のための研修を新規採用時及び年 1 回以上、訓練を年１回以上
実施してください。 

・訓練は、業務継続計画に基づき非常時における役割分担や利用者への支援を行ってく 

ださい。方法は机上・実地のいずれでも問いません。 

 ・訓練は、感染症発生時の業務継続計画に基づく訓練と一体的に行うことも可能です。 
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社会福祉法人・施設の指導監査における     

指摘事項について 
総務監査課 
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令和５年度社会福祉法人・施設監査の結果について 
 

１ 監査実施状況(予定含む) 
社会福祉法人 １８法人中５法人 
社会福祉施設 老人福祉 ２８施設中１４施設・児童福祉 ３５施設中３５施設  

障がい福祉 4 施設中 ２施設 
 

２ 指摘件数と主な指摘事項 
社会福祉法人・施設監査において指摘した事項のうち、障がい福祉事業所にも関連がある事項は以

下の通りです。「補足」には関連する条文や関係機関への届出について記載をしています。事業所運
営において参考にしてください。※□は自己点検時にご活用ください。 
件数 内 容 補足   
①社会福祉法人運営 
4 件 評議員会の議事録について、「議事録の作成

に係る職務を行った者の氏名」を記載するこ
と。 

指摘内容は社会福祉法人の運営に関する
ことですが、各事業所においても法令遵守
の上、適切に運営していただきますようお
願いいたします。 

  

２件 理事会及び評議員会の招集通知について、一
週間前（中７日間）に評議員に通知すること。 

  

２件 理事⾧の職務執行状況について、定款の定め
に従い報告すること。 

＜指摘基準＞以下の場合は文書指摘 
理事⾧及び業務執行理事（選任されている
場合）が、理事会において、３か月に１回
以上（定款に定めがある場合には、毎会計
年度に４か月を超える間隔で２回以上）職
務執行に関する報告をしていない。 

  

②資産管理 
１件 寄附申込書について理事⾧の承認を得るこ

と。 
経常経費に対する寄附物品（金、物品とも
に）は、取得時の時価により、経常経費寄
附金収入及び経常経費寄附金収益に計上
する必要があります。 

  

③会計経理 
２件 現金の取扱いについて、経理規程に定めると

おり残高を照合すること。 
 

  

１件 
収納した現金を経理規程に定める期限まで
に入金すること。 

 
  

１件 
契約事務について、経理規程に基づき、適正
に行うこと。（随意契約における 2 社の業者
からの見積の実施） 

 
  

１件 決算の予算額と最終補正予算額に相違があ
ったため、補正予算の編成について経理規程
で定める手続きを行い、整合を図ること。 

 
  

１件 会計責任者は、拠点ごとに毎月末日における
月次試算表を作成し理事⾧に提出すること。 
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件数 内 容 補足   
④施設運営 

３件 
重要事項説明書を施設の見やすい場所に掲
示すること。 

障がい福祉事業所の場合は、自由に閲覧可
能な形で備え付けることにより、掲示に代
えることができます。 

  

２件 
給与支給規程の変更について、労働組合又労
働者の過半数を代表する者の意見を添えて、
労働基準監督署へ届出をすること。 

 
  

1 件 
運営規程に変更があった際は届出を行うこ
と。 

 
  

1 件 

勤務表について、以下の事項を明確に表示す
ること。 
・日々の勤務時間 
・常勤、非常勤の別 

 

  

⑤職員処遇 

４件 

短時間労働者について下記の事項を文書の
交付により明示すること。 
・賞与の有無 
・昇給の有無 
・退職手当の有無 
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関す
る事項に係る相談窓口 

【労基法第 15 条】 
【パートタイム・有期雇用労働法第 6 条】 
労働契約の期間、就業する場所等のほか、 
昇給、退職手当、賞与の有無及び短時間労
働者の雇用管理の改善等に関する事項に
係る相談窓口の明示が義務付けられてい
ます。 

  

２件 
労働契約締結に際し、所定労働時間を超える
労働の有無を明示すること。 

 
  

２件 
有期労働契約締結に際し、契約期間満了後に
おける更新の有無及び、更新する場合又は更
新しない場合の基準を明示すること。 

 
  

２件 

ストレスチェックを 1 年以内ごとに 1 回行
うこと。 

【労働安全衛生法第 66 条の 10】 
検査を行う義務を有するのは「事業場」。 
事業場は、常時 50 人以上の労働者（正規・
非正規問わず）を使用する事業場を言う。 

  

２件 

育児休業の申出を受けた場合は、育児・介護
休業規程に基づき、育児休業取扱通知書を書
面又はそれに準ずる方法により交付するこ
と。 

【育児・介護休業法第 5・6 条】 
「書面又はそれに準ずる方法」とは、FAX・
メール等文面により確認できる方法を言
います。 
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事業者指定関係書類の提出について 

障がい福祉課 
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令和６年度 事業者指定関係書類の提出について 
 
１ はじめに 

・令和６年度障がい福祉サービス等報酬改定により、令和６年４月から豊田市の地域区分
が「四級地」から「三級地」に変更となりますので、加算の届出時や請求時にはご注意く
ださい。地域区分を誤って請求すると、全件エラーとなってしまいます。 
 
・４月１日が変更日の場合、変更届の提出期限は本来４月１０日ですが、４月１２日提出期
限の加算届を提出する場合に限り、変更届の提出期限も４月１２日（当日消印有効）としま
す。その場合、変更届と加算届を別々に提出していただく必要はありませんので、同封して
郵送で提出ください。 
※詳細は「変更等の手続きについて」をご確認ください。 
 
・相談や質問はメール又は電話、書類の提出は郵送でお願いします。 
※事前連絡なく来庁されると対応できない場合がありますのでご注意下さい。 
※特に４月は窓口が大変混雑しますので、書類の提出は必ず郵送でお願いします。 
＜宛先＞ 
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市障がい福祉課 総務担当宛 
※事業所控えが必要な場合は、副本と返信用封筒（要切手貼付）を同封してください。確
認後に受領印を押印して返送します。 
 
＜メールアドレス＞ 
「shougai-hu-soumu@city.toyota.aichi.jp」 
 
・職員の資格証等を過去に当市に提出したことがあり、提出年月がわかる場合は、「従業
者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の「資格」、「資格証等提出年月」に記載いただけ
れば、再提出していただく必要はありません（記載がない場合は、関係する加算等の提出
ごとに資格証等の添付が必要となります。）。 
 
・書類の提出日は空欄とせず、実際に提出する日（郵送の場合は郵送日）を必ず記入して
ください。また、担当者及び連絡先が付箋等でわかるようにお願いします。 
 
・書類の押印及び原本証明は不要です。なお、実務経験証明書を押印無しで提出する場合
はＨＰの新様式を用いて作成を依頼してください。 
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・提出する書類は、原則Ａ４サイズとし、ホームページの「提出書類一覧」などの順番に
並べてホチキスどめせずに提出ください。 
※ただし、「運営規程」など、単一の書類で複数枚となる書類については、当該書類のみ
左側を２箇所ホチキスどめしてください。 
 
・重複する書類については、届出書類ごとにそれぞれ添付してください。 

（例）生活介護事業所Ａと放課後等デイサービス事業所Ｂで兼務する職員がおり、両事
業所で福祉専門職員配置等加算を算定する場合は、両事業所の加算届にそれぞれ必
要となる資格証又は実務経験証明書（共に写し可）を添付。 

 
・書類の記載誤り、漏れ、必要書類の不足等が非常に多いため、提出前に内容をよく確認
してください。また、様式は必ず豊田市ホームページの最新様式を使用してください。 
 

４月分の加算届については、特例措置として４月１２日までに提出いただければ遡って変
更します。また、基本報酬等の前年度実績に基づく項目がありますので、原則すべての事業
所に提出していただく必要があります。 
 昨年度は、届出内容に変更がない事業所の提出を不要としましたが、今年度は報酬改定に
よる変更等があるため、提出対象事業所は必ず提出するようお願いします。 
 
（１） 提出対象事業所 

ア 障がい福祉サービス事業所 
イ 障がい者支援施設 
ウ 一般・特定・障がい児相談支援事業所 
エ 障がい児通所支援事業所 
 

（２）届出に必要な書類 

書類名 留意事項 

介護（障がい児

通所）給付費算

定に係る体制等

に関する届出書 

＜裏面＞ 

・異動等の区分→「２変更」に「〇」 

・異動年月日→令和６年４月１日 

・異動項目→変更となる加算名称を記載 

・変更前・後→変更内容を記載   

２ 加算の届出について 
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（例） 「変更前 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ）」、「変更後 福祉専門職員配置等

加算（Ⅰ）」 

給付費等算定に

係る体制等状況

一覧表（別紙 1） 

・「地域区分」は、「四級地」から「三級地」に必ず変更してください。 

・「その他該当する体制等」は、すべての項目に必ず○を付けてください。 

・「適用開始日」 

令和６年4月1日から新たに算定（変更）する加算→R６.4.1 

その他→空欄 or 過去の算定開始（変更）日 

従業者の勤務の

体制及び勤務形

態一覧表（別紙

2､2-2､2-3）及

び 組 織 体 制 図

（参考様式 12） 

※令和６年 4 月分

を作成  

・日中サービス支援型 GH は「別紙 2-2」で作成ください。 

※介護サービス包括型・外部サービス利用型 GH は「別紙 2」で作成ください。 

・障がい児通所支援事業は「別紙 2-3」で作成ください。 

※日ごとの「勤務合計時間数」だけでなく、「何時から何時に勤務、休憩したか」

を詳細に記載する必要があります。 

・変形労働時間制の事業所は、「第５週」、「変形期間」、「左の期間の常勤の勤務

すべき時間数」を必ず記載ください。 

※変形労働時間制でない事業所は、第５週の記載は不要です。 

・他の事業所でも勤務している職員がいる場合は、「他の事業所の名称及び職

名」、「他事業所での合計勤務時間数」を必ず記載ください。 

・組織体制図は、法人内の事業所間での職員の兼務状況等を確認するための書

類ですので、事業所名と職種だけでなく職員名の記載も必要です。 

※ただし、申請対象の事業所の従業者が他の事業所で勤務しない場合は、他の

事業所については記載を省略して差し支えありません。 

取得加算に必要

な届出書 

・豊田市ホームページに掲載されている「加算の届出に必要な書類一覧」でご

確認ください。 

・報酬改定により様式が変更になる届出書があります。現時点では厚生労働省

から新様式が示されていませんが、３月末 ４月初旬に豊田市ホームページに

掲載しますので、必ず新様式でご提出ください。 

取得加算に必要

な証明書等添付

書類の写し 

・特別支援加算に係る特別支援計画、延⾧支援加算に係る個別支援計画につい

ては、加算を既に算定している場合であっても、対象者を追加する場合は、当

該障がい児の支援計画を添付してください。 
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※実務経験証明書、

資格証、研修修了

証、卒業証書、食事

提供加算に係る業

務委託契約書、特別

支援加算に係る特

別支援計画、延⾧支

援加算に係る個別

支援計画など 

・福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）の「勤続 3 年以上の常勤職員が 30％以上」の

要件に該当する場合は、対象職員の実務経験証明書をご提出ください。 

・育児・介護休業法による短時間勤務制度や休業等の対象となる常勤職員がい

る場合は、証明資料をご提出ください。 

・サービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）に変更がない場合、経歴書、

実務経験証明書、資格証、研修修了証等の再提出は不要です。 

・職員の資格証等を過去に当市に提出したことがあり、提出年月がわかる場合

は、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の「資格」、「資格証等提出年月」

に記載いただければ、再提出していただく必要はありません。また、同法人の

別事業所の届出に添付した場合は、当該事業所名も記載ください。 

※加算の届出のみ行う場合、「変更届出書」の添付は不要です。 
※令和５年４月１日以前に指定を受けた就労継続支援Ａ型事業所は、「就労継続支援 A 型
に係る基本報酬の算定区分に関する届出書」、「就労継続支援Ａ型事業所における地域連携
活動実施状況報告書）、「就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表」、「就労継続支援Ａ型
事業所におけるスコア表」を加算届に添付ください。詳細は「就労継続支援Ａ型のスコア
方式による評価内容の公表及び報告について」をご確認ください。 
※令和５年４月１日以前に指定を受けた児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所は、
最新の評価表を加算届に添付ください。詳細は「児童発達支援及び放課後等デイサービス
の自己評価結果等の公表について」をご確認ください。 

（３）提出期限 
  令和６年４月１２日（金）【当日消印有効】 
 ※必ず郵送で提出ください。 
 ※提出期限を過ぎると、最短で６月以降の算定となりますのでご注意ください。 
 

（４）その他留意事項 
通常月（５月以降）における加算の届出 

変更内容 提出期限 
新たに加算等を算定 

前月１５日必着※ 
加算等の区分変更（単位数増加） 

加算等の取り下げ ・ 減算 
わかり次第早急に 

加算等の区分変更（単位数減少） 
平均利用者数の変更に伴う届出（基本報酬区分、 
人員配置体制加算、夜間支援等体制加算など） 

変更月の月末 
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※１５日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限となります 
（例）新たに加算等を算定、８月１５日が日曜日の場合 

８月１３日（金）に受理⇒９月サービス提供分から適用 

※１４日以降に受理した場合、１０月サービス提供分から適用となります。 

・５月変更分の加算届は、特例措置とする４月変更分の加算届と同じ４月１２日が提出期限
となりますので、４月分と５月分の２件の加算届を同時に提出する場合は、それぞれ独立し
た届出を作成して提出ください。 
 
【豊田市ホームページ】 
加算等の届出について ※トップページのサイト内検索欄に「1003271」を入力。 
http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushiservice/1019958/1003
271.html 
 

４月１日が変更日の場合、変更届の提出期限は本来４月１０日ですが、４月１２日提出期
限の加算届を提出する場合に限り、変更届の提出期限も４月１２日（当日消印有効）としま
す。その場合、変更届と加算届を別々に提出していただく必要はありませんので、同封して
郵送で提出ください。 
 
【豊田市ホームページ】 
変更等の届出について ※トップページのサイト内検索欄に「1003276」を入力。 
http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushiservice/1019958/1003
276.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 変更等の手続きについて 
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【豊田市ホームページ】 
福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について ※トップページのサイト内検索欄に
「1003272」を入力。 
http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushiservice/1019958/1003
272.html

（１）届出に必要な書類 
・別紙様式 2-1 計画書_総括表 
・別紙様式 2-2 個表_４・５月分  
・別紙様式 2-3 個表_６月以降分 
・別紙様式 2-4 個表_年度内に区分変更がある場合 
※別紙様式 2-4 については、令和６年度中に新加算の加算区分の変更を行う予定の事

業所のみ提出 
※職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合のみ、「別紙様式 5 職員分類の変更特

例に係る報告」も必要。 
※計画書の様式が変わりますので、必ず新様式でご提出ください（旧様式では受理で

きません。）。厚生労働省から新様式が示され次第、豊田市ホームページに掲載し、
メールでご連絡します。 

 
（２）提出期限 
  令和５年４月１２日（金）【当日消印有効】 
 ※必ず郵送で提出ください。 
 ※提出期限を過ぎると、最短で６月以降の算定となりますのでご注意ください。 
 
（３）その他留意事項 

・福祉・介護職員処遇改善加算等は、毎年度届出が必要ですので、令和５年度に取得
していた場合でも、令和６年度の計画書を提出しなければ取得することができませ
んのでご注意下さい。 

・賃金改善実施期間は原則４月から翌年の３月までの１年間ですが、６月からの１年間
として取扱うことも可能です。 

・令和５年度実績報告書の提出期限は令和６年７月末日です（６月頃に別途通知しま
す。）。 

４ 福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について 
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・令和３年４月から、就労継続支援Ａ型事業所は、スコア告示の規定により算
出される評価点（以下「スコア」という。）の合計点及び詳細について、ホー
ムページ等インターネットを利用し、毎年度４月中に公表することが義務づけ
られています。 

スコア方式による評価内容が未公表の場合、給付費が１５％減算となりま
す。 

 
（１）公表及び報告 

・インターネットのホームページ等を活用して公表を行った後、当市に当該
公表場所（ＵＲＬ等）をメールで報告ください。 

・報告するＵＲＬは、法人や事業所のトップページではなく、評価表が掲載
されているページとしてください。 

 
・報告先メールアドレス 

shougai-hu-soumu@city.toyota.aichi.jp 
・メールの件名 

スコア方式による評価内容の公表について 
・公表及び報告期限 

令和６年４月３０日まで 
・公表様式 

様式１   就労継続支援Ａ型事業所における地域連携活動実施状況
報告書 

様式２－１ 就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表（全体） 
様式２－２ 就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表（実績Ⅰ Ⅳ） 

※地域連携活動を実施していない場合、様式１の公表は不要です。 
※様式には必ず公表日を記載ください。 
※最新様式については後日HPへ掲載予定です。 

・報告内容 
  公表様式を添付及び本文に公表場所のＵＲＬを記載 

（２）その他留意事項 
・経営改善計画書を作成している事業所においては、当該経営改善計画書も

５ 就労継続支援Ａ型のスコア方式による評価内容の公表及び報告について 
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併せて公表することが望ましいです。 
・新規指定事業所の初年度(年度途中に指定された事業所については、初年

度及び２年度目)については、スコアを算出できないため、公表は必要ありま
せん。 

・ＳＮＳを利用しての公表も可としますが、ログインしなければ閲覧できな
い場合は「広く公表」の要件を満たしているとは判断できませんので、誰でも
閲覧ができる状態としてください。 

・メールでの報告だけでなく、加算の届出も必要です。詳細は「加算の届出
について」をご確認ください。 

・報酬改定に伴い、様式が変更されています。最新の様式での提出をお願い
します。 

 
（３）参考 

・厚生労働大臣の定める事項及び評価方法（令和３年厚生労働省告示第88 
号） 

・厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について（令和３年３
月３０日 

障発０３３０第５号） 
 

【豊田市ホームページ】 
加算等の届出について ※トップページのサイト内検索欄に「1003271」を入
力。 
http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushiservice/101
9958/1003271.html 
 

児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者は、「児童発達支援ガ
イドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」に基づいた自己評価を
実施し、その結果及び改善内容を１年に１回以上、インターネットのホームペ
ージ等を活用して公表することが義務づけられています。自己評価結果等の公
表が未実施の場合、給付費が１５％減算となります。 

６ 児童発達支援及び放課後デイサービスの自己評価結果等の公表及び報告
について 
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令和６年より、保育所等訪問支援についても自己評価等の公表が義務づけら
れます。令和７年４月１日より減算が適用されますのでご留意ください。 
 
１ 公表及び報告 
・インターネットのホームページ等を活用して公表を行った後、ＷＡＭ ＮＥ
Ｔの障がい福祉サービス等情報公表システムに公表場所（ＵＲＬ等）を登録く
ださい。登録方法は別添（WAM NETの登録方法）をご確認ください。 
・当市に当該公表場所（ＵＲＬ等）のメール報告及び評価表の提出を行ってく
ださい。なお、登録及び報告するＵＲＬは、法人や事業所のトップページでは
なく、評価表が掲載されているページとしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 評価手順（参考） 
 
（１）職員による自己評価 

事業所の職員が「事業者向け自己評価表」を用いて、事業所の支援の評価を

（１）報告先メールアドレス 
shougai-hu-soumu@city.toyota.aichi.jp 

（２）メールの件名 
自己評価結果等の公表について 

（３）公表及び報告期限 
・令和５年４月１日以前に指定を受けた事業所→令和６年３月３１日 
・令和５年５月１日以降に指定を受けた事業所→指定日から１年以内 

※期限までに報告及び公表されない場合、減算適用の対象となります。 
（４）評価表の提出方法 

・４月に加算届を提出する事業所 →最新の評価表を加算届に添付 
・４月に加算届を提出しない事業所→最新の評価表をメールに添付 

（５）評価表掲載URL 
  ・メール本文中に記載 
※加算届の提出については、「令和４年度 事業者指定関係書類の提出について」の
「加算の 
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行う。その際、「はい」「いいえ」にチェックするだけでなく、各項目につい
て「工夫している点」「課題や改善すべき点」等について自己評価する。 
（２）保護者等による評価 

事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を配布してアンケー
ト調査を行う。保護者等から回答をとりまとめ、「ご意見」欄の記述も含め集
計する。 
（３）事業所全体による自己評価 

事業所の職員による自己評価及び保護者等による事業所評価の結果を踏ま
え、職員全員で討議し、項目ごとに評価を行う。特に、「課題や改善すべき
点」について、認識をすり合わせる。職員間で認識が共有された課題や改善す
べき点について検討を行い、速やかに改善の対応を図る、若しくは、改善目標
を立てる。 

なお、討議の結果は書面に記録し、職員間で共有する。討議に際しては、保
護者等に対するアンケート調査結果を十分に踏まえ、支援の提供者の認識と保
護者等の認識のずれを客観的に分析する。 
（４）自己評価結果の公表 

事業所全体による自己評価に基づき、「事業所における自己評価結果（公
表）」と「保護者等からの事業所評価の集計結果（公表）」を保護者に示すと
ともにインターネットのホームページ等を活用して公表する。 
（５）支援の改善 

課題や改善すべき点の検討結果を踏まえ、速やかに改善の対応を図る、若し
くは、立てられた改善目標に沿って、支援を改善していく。 
（６）留意事項 
・評価表等様式例は、ガイドラインを参考としてください。なお、様式例以外
の独自の評価表とする場合であっても、ガイドラインを網羅した内容としてく
ださい。 
・ガイドラインは、今回の報酬改定に合わせて改定予定です。（令和６年４月
頃） 
・事業所における自己評価は、保護者等による事業所評価を踏まえて行うもの
であり、保護者等へのアンケート調査が必要になります。また、事業所内掲示
や利用者への結果送付のみでなく、障がい福祉サービス等情報公表システムへ
の掲載(市の承認)が必要です。 
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・「はい」、「いいえ」の集計だけでなく、各項目について「工夫している
点」「課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標」まで記載し、公
表してください。 
 
３ 自己評価結果等未公表減算 
以下のような場合、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った
月まで、利用児全員について減算適用となります。 
・URLの届出がない場合。 
・URLが所定の場所に記載されていない場合。 
・URLの記載はあるが、評価表が張り付けられていない場合。 
・評価表が掲載されているページのURLでない場合（法人や事業所のトップペ
ージ等）。 
・URLのリンクが切れている、誤っている場合。 

※年度初めは正しく届出できていても、年度途中でリンク切れとなる事案が
生じています。月に１回以上は事業所にて公表状況を確認してください。 

・インターネット上の公表を実施していない場合（例 事業所に掲示、保護者
に配布等）。 
・保護者からの事業所評価は公表されているが、自己評価の公表がない場合。 
・年に一度以上の公表がされていない場合。 
※年に一度の公表が分かるように公表日を必ず記載してください。 
・ログインしなければ閲覧できない場合。 
※ＳＮＳを利用しての公表も可としますが、ログインしなければ閲覧できない
場合は「広く公表」の要件を満たしているとは判断できませんので、誰でも閲
覧ができる状態としてください。 

・就労移行・継続支援事業所は、以下の事項を市町村等へ報告する必要がありま
す。 
 
（１）前年度における就職した利用者数等の報告 

対象 就労移行支援事業所 
根拠 指定障がい福祉サービス基準第 183 条 

方法等 
方法 「就職状況報告書」を豊田市障がい福祉課総務担当へ提出 
時期 ４月１２日（当日消印有効） 

７ 就労移行・継続支援事業に係る届出について 
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※「就職状況報告書」様式は豊田市ホームページに掲載 
 
（２）工賃の目標水準（当該年度）及び工賃の平均額（前年度）の報告（市） 

対象 就労継続支援 B 型事業所 
根拠 指定障がい福祉サービス基準第 201 条第 4 項 

方法等 

方法 「工賃実績報告（月額・時間額）」を豊田市障がい福祉課計
画担当へ提  出 

時期 随時（別途メールにて依頼） 
※「工賃実績報告（月額・時間額）」様式は別途メール送付 

 
（３）工賃の目標水準（当該年度）及び工賃の平均額（前年度）の通知（利用者） 

対象 就労継続支援 B 型事業所 
根拠 指定障がい福祉サービス基準第 201 条第 4 項 

方法等 
方法 工賃の目標水準（当該年度）及び工賃の平均額（前年度）

を、利用者に通知（様式自由） 
時期 毎年度 

 
（５）工賃向上計画の提出 

対象 就労継続支援 B 型事業所 
根拠 工賃向上計画を推進するための基本的な指針 

方法
等 

方法 「工賃向上計画（事業所版）」を愛知県障害福祉課 地域生活
支援グループへメールで提出 

時期 新規指定時（未提出を含む）、提出済み工賃向上計画の記載
内容を変更する時  

※様式は下記の愛知県障害福祉課ホームページに掲載 
参 照  https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/kouchin03-
05.html 
※工賃向上計画の作成は、就労継続支援 B 型サービス費（Ⅰ）、（Ⅱ）

及び目標工賃達成指導員配置加算の算定要件の一つです。 
 
【豊田市ホームページ】 
加算等の届出について ※トップページのサイト内検索欄に「1003271」を入
力。 
http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushiservice/101
9958/1003271.html 
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・生活介護、自立訓練（宿泊型を除く）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ
型事業所で、１人の障がい者が各月に日中活動サービスを利用できる日数は、各
月の日数から８日を控除した日数（以下「原則の日数）という。）を限度としま
すが、事業運営上の理由から原則の日数を超える支援が必要となる場合は、あら
かじめ豊田市に届け出ることにより、当該事業者が特定する３か月以上１年以
内の期間において、利用日数の合計が原則の日数の総和の範囲内であれば、原則
の日数を超えて利用することができます。 

この特例の適用を受ける場合には、対象期間の前月末日までに届出書を豊田
市に提出する必要があります。 

 

（１）届出に必要な書類 
   ・利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る（変
更）届出書 

・年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料 
・利用日数に係る特例を受ける場合の利用日数管理票 

 
（２）提出期限（４月から特例の対象期間とする場合） 
   毎年３月３１日（必着） 
 
（３）その他留意事項 

適応を受けるためには、事業運営上の理由が明確である必要があります。 
〇 生産活動の請負発注元の営業形態に合わせる必要があるため 
× 利用者の都合で「土曜日も利用したい」という希望があったため 

 
【豊田市ホームページ】 
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出について 
※トップページのサイト内検索欄に「1004119」を入力。 
http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushiservice/101
9958/1004119.html 
 

８ 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出につ
いて 
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豊田市では市内の事業所におけるＢＣＰ策定率の向上を目的に、令和５年度
はＢＣＰ策定支援個別相談会を実施しました。 
 BCP の策定は令和 6 年 4 月 1 日よりすべての事業所で義務化されます。未
策定の場合、基本報酬が減算されますのでご注意ください。 
【算定要件】 
以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。 
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的
に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画（業務
継続計画）を策定すること。 
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 
【減算について】 
・3％の減算  対象サービス 療養介護、施設入所支援、共同生活援助、宿泊

型自立訓練 
障害児入所施設 

・1％の減算  対象サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、
自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労
継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域
移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児
童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等
訪問支援 

【経過措置】 
・令和７年３月３１日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の

整備」及び 
「非常災害に関する具体的な計画」の策定を行っている場合には、減算を適用し
ない。ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包
括支援、自立生活援助、就労定着支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域
移行支援、地域定着支援、障害児相談支援については、「非常災害に関する具体
的な計画」の策定が求められていないことを踏まえ、令和７年３月３１日までの
間、減算を適用しない。 
・就労選択支援については、令和９年３月３１日までの間、減算は適用しない。 

 障がい者の意思決定支援を推進するために、「障害福祉サービス等の提供に当
たっての意思決定ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障がい福祉サービス事

９ ＢＣＰ（事業継続計画）について 

１０ 意思決定支援の推進について 
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業等の指定基準において「事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活が
営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するように努めなけれ
ばならない」旨が明記されます。サービス等利用計画及び個別支援計画の作成に
当たっては以下の点に留意して下さい。 
 
・利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、適切な支援内容を
検討。 
・自ら意思決定をすることが困難な利用者の意思及び判断能力等のは把握。 
・サービス担当者会議等へ利用者本人が参加し、生活に対する意向等を確認。 
 なお、障がい児者の状況を踏まえたサービス等利用計画、個別支援計画の作成
を推進する観点から、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した
個別支援計画について、相談支援事業者への交付が義務付けられます。 
 経過措置期間等については、追ってお示しします。 
 

 運営基準において、障がい児通所施設等を運営する事業所に対し、以下の内容
を個別支援計画等へ明記する必要があります。 
 
・５領域（「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」・「言語・コミュニケー
ション」、「人間関係・社会性」）を含めた総合的な支援を提供することを基本と
し、５領域とのつながりを明確化。  
・インクルージョンの観点を踏まえた取組（保育所等への移行新党）や支援にお
けるインクルージョンの視点（地域との交流機会の確保等）について明記。 
 
 ※事業所においては、５領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内

容を示すプログラム（支援プログラム）の作成・公表が必須となります。未
実施の場合は 15％の減算が適用されますのでご留意ください。減算につい
ては、令和７年４月１日より適用となりますので、順次、個別支援計画の更
新をお願いします。公表の報告方法については追ってお示しさせていただ
きます。 

 
 個別支援計画の参考様式等については、今後ガイドラインで国から示される

予定です。 
 

１１ 総合的な支援及びインクルージョンに向けた取組の推進について 

１２ 情報公表未報告の事業所への対応について 
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 障害福祉サービス等情報公用システム上、未報告となっている事業所に対し
「情報公表未報告減算」が新たに適用されます。未報告になっている事業所にお
いてはご対応いただきますようお願いします。 
【減算単位】 
・10％の減算 療養介護、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害

児入所施設 
・5％の減算  居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包

括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移
行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行
支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等
デイサービス、保育所等訪問支援 

 

新規指定申請、事業所の移転を行う際は、必ず事前にメールで図面相談をお
願いします。 
※新規指定申請時は事業開始予定月の3か月前の末日が期限です。 
具体的な相談方法は、豊田市ホームページでご確認ください。 
 
・新規指定等の相談について、行政書士、建築業者、フランチャイズの本部、
コンサルタントなどの代理人のみの相談は対応しかねますので、必ず事業者が
行うようにしてください。 
・「令和２年度事業所説明会 資料」に掲載している、「指定放課後等デイサ
ービスに関する留意事項について（P34 40）」、「人員配置・加算・減算等に
係る留意事項について（P72 90）」も参考にご確認ください。 
 
・豊田市からの連絡は、法人の代表アドレス宛てにメールでお送りします（原
則１法人１アドレス。）。メールを受信した法人から、必要に応じて各事業所や
担当者に情報展開をお願いします。 
※代表アドレスの変更を希望する場合は、メールでご連絡ください。 
 
【豊田市ホームページ】 
指定申請の手続きについて ※トップページのサイト内検索欄に「1003273」
を入力。 

１３ その他留意事項 
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http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushiservice/101
9958/1003273.html 
 
変更等の手続きについて ※トップページのサイト内検索欄に「1003276」を
入力。 
http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/tetsuzuki/hukushiservice/10
19958/1003276.html 
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障がい福祉サービス費等の請求について 
障がい福祉課 

37



                          

障がい福祉サービス費等の請求について 

１ 給付費の審査について 
国保連合会（以下「国保連」）へ請求された給付費は、国保連と市町村とで２回審査を行

っています。 
 
●審査の流れ   

日付 
（目安） 

サービス提供月 
翌月１０日 

１１  
１９日 

２０日 ２１  
２３日 

２４日 ２５  
３1 日 

請求 
翌月 

審査 
流れ 

 

国保連請求 
締切日 

国保連審査 
（※１） 

審査用 
データ 

市町村審査 
（※２） 

市町村 
審査結果 

返戻一覧 
支払通知作

成 

給付費 
確定 

（※３） 
 

※１ 国保連へ送信された給付データは、事業所の加算関係情報等の「事業所情報」と受給
者の情報（支給決定内容等）の「受給者情報」をもとに点検が行われます。この段階
で「明細書」に誤りがあるものは「エラー」となり、返戻の対象となります。 

    
※２ ①審査点検で内容等に確認が必要な場合や書類の不足等がある場合は、電話連絡をし

ます。 
必要書類が不足しているものについては、速やかに対応してくださるようにお願い

します。 
≪お願い≫ 

毎月の審査で、契約内容報告書の提出漏れが見受けられます。 
豊田市（以下、「市」という。）では、事業者と利用者との契約内容の報告につい
て紙面での提出をお願いしております。契約を交わされた際は、速やかにご提出
をお願いします（郵送・FAX での提出可）。 
 
 
 
  
 
 

 
②市では請求の根拠となる実績記録票が届いていない場合、返戻の対象としています。 

また、実績記録票はあるが、請求明細書の提出がない場合や請求明細書が国保連審
査の時点でエラーになった場合も同様に返戻の対象となります。 

③事業者による「自主点検」により、請求に誤りが判明した場合は、至急市へご連絡
ください。 

  
※３ 国保連から、返戻一覧・支払通知等が送信されますので、内容を確認してください。 

【根拠】基準第１０条 

 １ （略） 

 ２ （略） 

３ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載 

事項その他に必要な事項を市町村（特別区を含む。以下同じ。）に遅滞なく報告しなけれ 

ばならない。 
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２ 審査結果のエラーコード等について 
◎Ｐ・Ｅから始まるエラーコードは国保連の審査でエラー（返戻）となったもの 
 例 EG02 受給者台帳に該当の受給者情報が存在しません 

PP19 実績記録票に該当するサービスが明細書にありません  
 

◎Ｓから始まるエラーコードは市町村審査でエラー（返戻）としたもの  
  例 SZ31 明細書と実績記録票の提供回数が異なっています 

SS05 障がい支援区分誤りのため返戻します 
 
明細書をもとに支払を行うため、返戻一覧表の種別に「明」がある請求は、給付費の支払

することはできません。 
返戻事由（内容欄）を確認して、必要があれば訂正等して再度請求を行ってください。 
注）明細書にのみ誤りがあり再請求を行う場合も、必ず実績記録票も合わせて送信してく

ださい。（実績記録票も同様です。実績のみ誤りがあっても、必ず明細書を送信してくださ
い。） 

 
【帳票例】 
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３ 審査結果の警告等について 
①Ａ事業所で欠席時対応加算を算定している日に、Ｂ事業所を利用していた。 
②Ａ事業所とＢ事業所の実績が重複している。 
①に関しては障がい児通所支援系の事業所に多く見られます。欠席時対応加算を算定され

る場合は、同一日に他事業所の利用について確認をお願いします。また、正しいサービス提
供日時を実績記録票に入力しないと②の警告が発生しますので、正しい実績での入力をお願
いします。 

③明細書に該当する上限管理結果票が届いていない。 
④総費用額が上限額管理結果票と明細書で不一致。 

上限管理を行った場合は、上限管理結果票も忘れずに国保連合会へ送信してください。また、
上限管理結果票と実際の請求が一致していない場合がありますので、確認のうえ請求をお願
いします。 

⑤請求明細書の「契約支給量」が受給者台帳の「決定支給量」を超えている。 
⑥請求明細書のサービス提供量が「契約支給量」を超えている。 

受給者と契約を行った場合、契約内容報告書のご提出をお願いしていますが、国保連合会へ
の請求の際も正しい契約支給量を入力してください。誤入力の場合、⑤⑥の警告が出ます。 

 
４ 過誤調整について 

 支払われた請求内容に誤りがあった場合、再度正しい内容で請求を行い、支払額の調整
を行うことを「過誤調整」といいます。 
●過誤の流れ（国保連請求の場合） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

①支払が確定した請求明細書に誤りが判明した場合、事業所は市へ過誤（請求取下げ）を申
立てます。 
②再請求を行う月等を調整します。市では事業所からの「④再請求」のタイミングを、市の
「③過誤情報送信」と同月でお願いしています。 
③市は、過誤の依頼があった事業所から、再請求があることを国保連へ連絡します。 
④事業所は②で調整した再請求を行う月に、当月分の請求と合わせて、国保連へ請求を行い
ます。国保連は、前回の支払確定額を取下げ（マイナス計上）した後、過誤で再請求した給
付費を計上します（相殺処理）。 

 
 

事 
 

業 
 

所 

 
 

市 
 

町 
 

村 

 

 
 

国 
 

保 
 

連 

 ① 過誤の申立 

② 調整 

④ 再請求 

③ 過誤情報送信 
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＜注意点＞ 
・過誤調整を行う場合は、必ず市へ連絡（過誤の申立）をしてください。連絡をせず再請求
を行うと、重複エラー（前の請求が取り下げられていないため）となり返戻されます。 
・国保連請求の場合は、請求前に「過誤申立書」（※１）を提出してください。 
・再請求の際には、請求書、請求明細書、実績記録票を提出する必要があります（過誤調整
する請求のみ） 
・過誤調整は事業所番号単位で行います。 
例 居宅介護と同行援護（同一事業所番号）のサービス提供を行っており、同行援護の請求
を過誤調整する場合、「居宅介護」「同行援護」どちらも請求書等を作成する必要があります。 
・請求明細書だけに誤りがあった場合でも、実績記録票の提出は必要です。また実績記録票
に誤りがある場合、修正した部分だけを提出するのではなく、対象者の当該月のすべての実
績記録票の提出が必要です。提出されない場合は、返戻の対象となります。 
・利用者負担上限額管理されている給付費の請求を過誤調整する場合は、上限額管理事業所
へ連絡をしてください。他事業所の利用者負担額に変動が生じる場合は、その事業所にも再
度請求を行ってもらう必要がありますので、注意してください。 
・利用者負担額に変更が生じた場合は、利用者に対して、返還または追加徴収を行ってくだ
さい。その際必ず領収書を発行し、過誤調整された内容（金額）が分かるように明記してく
ださい。 
・支払い済の取下げ（マイナス計上）額が、支払われる給付費を超えてしまう場合又は相殺
する給付費がない場合は、支払い額が発生しません。その場合は相殺処理できなかった金額
を、返金してもらうこととなります。 
 
 
 

 
 
 

※１ 

過誤申立書（国保連へ請求している給付費が対象） 
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５ 利用者負担上限額管理について 
・ひと月の間に利用した事業所が複数あり、利用者負担上限月額を超過する場合に、利用者
負担を管理・調整する事務（利用者負担上限額管理事務）を行う必要があります。利用する
事業所のうち、優先順位の高い事業所が、上限額管理事業者となります。 
・市では上限額管理について、障がい福祉サービス（介護給付費・訓練等給付費）（国の事
業）のみでなく、地域生活支援事業（市の事業）に係る定率負担も含めて利用者負担上限月
額の合算対象とし、上限額管理事業者が管理する方法をとっています。（総合上限額管理） 
●上限額管理が必要となる対象者（いずれにも当てはまること） 
①支給決定時・支給量変更時に定率負担が利用者負担上限額を超える可能性のある者 
（受給者証の利用者負担上限額管理に関する事項に「該当」とある者※） 
②事業所番号の異なる複数の事業所とサービス利用契約を結んだ場合 
③利用者上限月額が０円以外の者 
注）「該当」と記載されていても、単一（事業所番号が同一）の事業所としか契約を結んで
いない場合は、上限管理事業所を定める必要はありませんが、後日複数の事業所と契約を結
んだ場合は、その時点で上限管理事業所を定める必要があります。 
 〔受給者証の記載〕 

（図１） 
 
 
●上限額管理事業所になる優先順位 
・利用者負担の上限額管理を行う事業所は、提供されるサービス量（標準的な報酬額の多寡）、
生活面を含めた利用者との関係性（利用者負担を徴収する便宜）などを総合的に勘案して以
下の順序で決定します。優先順位が同じサービスのときは、原則として契約日数（時間数）
の多い事業所とします。 
 

◎障がい福祉サービス・地域生活支援事業 
（１）居住系サービス（施設入所・療養介護・宿泊型自立訓練・共同生活援助など） 
（２）指定特定相談支援事業所（モニタリング期間が毎月ごとに設定されている場合） 
（３）日中活動系サービス（生活介護・就労移行・就労継続など） 
（４）訪問系サービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護など）※ 
   地域生活支援事業（日中短期入所を除く） 
（５）短期入所 
（６）日中短期入所 
 

◎児童 
（１）指定障がい児相談支援事業所 
（継続障がい児支援利用援助における厚生労働省令で定める期間が、「毎月ごと」である者
に限る） 
（２）指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービ
ス事業所、指定保育所等訪問支援事業所（（１）に該当する者以外） 

利用者負担上限額管理に関する事項 

利用者負担上限額管理対象者該当の有無   該当 
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●上限額管理事業者になったら 
・速やかに「利用者負担上限額管理依頼（変更）届出書」を記載し、市へ提出してください
（写し不可）。サービス提供月末までに必着でお願いします。 
・市は依頼届出書に基づき、当該利用者の受給者証に上限額管理事業者名の記載を行います。
利用者に受給者証を送付しますので、記載内容を確認するとともに、他にサービス提供され
ている事業所へ上限額管理事業者になったことを周知していただくようお願いします。 
・また市が国保連へ上限額管理事業者情報を登録（国保連請求対象分のみ）することにより、
上限額管理加算の算定が可能になります。 
 
●上限額管理の優先順序 

◎障がい福祉サービス・地域生活支援事業 
・利用者負担額を徴収する優先順序は次のとおりです。 
 
１ 上限額管理事業所は、送付された一覧表をもとに①国の事業と②市の事業に分けます。 

① 介護給付・訓練等給付 
② 地域生活支援 

 
 
２ 続いて優先順序は以下のようになります。 

介護給付 
訓練等給付 

① 上限額管理事業所 
② 日中系サービスを提供した事業所（総費用額の多い順） 
③ 訪問系サービスを提供した事業所（総費用額の多い順） 
④ 短期入所（総費用額の多い順） 

地域生活支援 ⑤総費用額の多い順 
 

◎児童 
・利用者負担額を徴収する優先順序は次のとおりです。 

① 上限額管理事業所 
② 総費用額の多い順 

 
●利用者負担上限額管理加算の請求について 
・上限額管理事務を行うと「利用者負担上限額管理加算」（以下「上限額管理加算」という。）
をひと月当たり 150 単位(地活 161 単位)で算定することができます。ただし「上限管理依
頼（変更）届出書」を市へ提出されずに請求を行うと、返戻になります（市が、国保連に上
限額管理事業者情報を登録する必要があるため。）。 
・前述のとおり、市では総合上限額管理を行っています。それに伴い、上限額管理加算の請
求先が、提供されたサービス種の組み合わせによって請求先が変わります（上限額管理加算
の請求先を誤ると返戻の対象となります。）。 
・上限額管理事業所以外にサービス提供がない場合は、上限額管理事務が不要のため、上限
額管理加算を請求することはできません。 
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・上限額管理事業所のサービス提供はないが、他事業所でのサービス提供がある場合は、上
限額管理事務の対象となるため、加算を請求することができます。加算の請求先に注意して
ください。 
・サービス提供がない場合は、上限額管理事務が不要のため、上限額管理加算を請求するこ
とはできません。 
 
６ その他連絡事項 
（１）地域生活支援事業の請求書等の提出期限について 
 毎月１０日を提出期限としています。郵送で提出される場合は１０日必着でお願いします。
期限を過ぎて提出（到着）された場合は、当月に審査を行うのが困難になるため翌月の審査
（翌々月の支払い）となる場合もあります。１０日が土曜日、日曜日で市役所が閉庁の場合、
下記のとおり前倒しになりますのでご注意ください。 

（例１）１０日が土曜日→９日(金)期限（必着） 
（例２）１０日が日曜日→８日(金)期限（必着） 

 
５月、１月については連休等があるため、地域生活支援事業の請求書等の提出期限について
は下記のとおりとします。請求日は１日 １０日までの日付で記載してください。 
 

利用月 提出期限 
令和６年４月分 令和６年５月１０日（金） 

令和６年１２月分 令和７年１月１０日（金） 
 
 
（２）地域生活支援事業の請求書について 
 請求書の請求事業者の押印が、令和５年４月１日以降の請求日から不要になりました。 

今まで通り押印があっても構いません。不明な点はお問合せください。 
 
 
（３）受給者証について 

更新月翌月の障がい支援区分や負担上限月額の誤りが多々見受けられるため、受給者証の
更新時には必ず原本の確認を行ってください。 
 
（４）サービス申請時の診断書について 

手帳を所有していない方は、ICD-10 コードの病名が記載された医師の診断書の提出によ
り、障がい福祉サービスを申請することができます。なお、診断書の様式はありません。 
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令和６年度報酬改定に係る主な留意点 

報酬改定の詳細な内容は、厚生労働省の以下のページの資料でご確認ください。 
ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞障害者福祉＞令和６年
度障害福祉サービス等報酬改定について 
 
１ 地域区分の変更 

令和６年４月より、障がい者・障がい児福祉サービスにおける豊田市の地域区分
が４級地から３級地に変更されます。地域区分に誤りがある場合、国保連返戻に
なる恐れがありますので、４月提供分の請求をする際はご注意ください。 
 
２ 重度障がい者支援加算の拡充 

生活介護・施設入所支援、短期入所、共同生活援助について、重度障がい者支援
加算が拡充されます。 
加算対象者には受給者証を郵送する予定ですので、令和６年４月提供分の請求時
にご確認ください。受給者証は４月下旬に郵送する予定です。 
 
３ 居宅介護 通院等介助等の対象要件の見直し 

居宅介護の通院等介助等について、居宅が始点又は終点となる場合には、障がい
福祉サービスの通所系事業所や地域活動支援センター等から目的地（病院等）へ
の移動に係る通院等介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対
象になります。 
例 
通所系の         
事業所 
 
・通所系の事業所へから直接病院等へ向かう支援が可能になる。 
・①と②を同一のヘルパー事業所が行った場合に限り算定可能。 
 
 
４ 生活介護 サービス提供時間ごとの基本報酬の設定 

生活介護の基本報酬について、障がい支援区分ごと及び利用定員規模に加え、サ
ービス提供時間別に設定されます。なお、サービス提供時間については、個別支
援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを基本としてください。 
 
 

病院等 

② 

自宅 

① 
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５ 施設入所支援 補足給付費基準費用額の見直し 
補足給付日額の算定に使われる食費等基準費用額が 54,000 円から 55,500 円に
変更されます。 
事業所に見直し後の補足給付日額を通知する予定ですので、令和６年４月提供分
の請求時にご確認ください。４月下旬に通知する予定です。 
 
６ 共同生活援助 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取り扱い 

共同生活援助における、利用者ごとの個人単位での居宅介護の利用について、経
過措置期間が令和 9 年 3 月 31 日まで延⾧されます。 
 
７ 休職期間中に就労系サービスを利用する際の対応 

一般就労中の障がい者が休職期間中に就労系サービスを利用する際、支給申請時
には、当該障がい者の雇用先企業や主治医の意見書等が必要です。 
 
８ 施設外就労・施設外支援について 

施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止 
ただし、事業所が施設外就労の実績記録書類を作成・保存することは義務です。 
施設外支援に関する事務処理の簡素化 
施設外就労の内容が盛り込まれた個別支援計画の見直し時期について、1 週間ご
とから 1 か月ごとに変更されます。 
 
９ 児童発達支援 

（１）報酬区分の細分化 
３０分未満の支援は算定対象から原則除外するとともに、利用者の支援時間に応
じた評価が可能となるよう、支援時間による区分が設けられます。 
支援時間区分は「３０分以上１時間３０分以下」「１時間３０分超３時間以下」
「３時間超５時間以下」の３区分です。５時間を超える部分は延⾧支援加算にて
算定することとなります。 
（２）個別サポート加算Ⅰの見直し 
個別サポート加算Ⅰが基本報酬に包括化して評価することになり、算定要件が以
下の通り変更となります。 
（現行） 
著しく重度又は行動上課題のあるケアニーズの高い障がい児（乳幼児等サポート
加算調査表で食事・排泄・入浴・移動が一定の区分に該当）に対して支援を行っ
た場合 
↓ 
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（改正後） 
重症心身障がい児等、著しく重度の障がい児に対して支援を行った場合 
 
（２）について加算の変更がある場合、対象者に受給者証を郵送する予定ですの
で、令和６年４月提供分の請求時にご確認ください。受給者証は４月下旬に郵送
する予定です。 
 
１０ 放課後等デイサービス 

（１）報酬区分の細分化 
区分けは児童発達支援と同様です。また、３０分未満の支援時間については欠席
時対応加算Ⅱで対応することとされてきましたが、４月以降は廃止となります。
ご注意ください。 
（２）個別サポート加算Ⅰの見直し 
・個別サポート加算 ９０単位/日・ 

ケアニーズの高い障がい児に対して支援を行った場合 
・個別サポート加算（重度） １２０単位/日 

重症心身障がい児等、著しく重度の障がい児に対して支援を行った場合 
（３）個別サポート加算Ⅲの新設 
個別サポート加算Ⅲ ７０単位/日・・・不登校の状態にある障がい児に対して、
学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合 
（４）強度行動障がい児支援加算の見直し 
・強度行動障がい児支援加算（Ⅰ） ２００単位/日・・児基準 20 点以上 
・強度行動障がい児支援加算（Ⅱ） ２５０単位/日・・児基準 30 点以上    
  
（２）（４）について加算の変更がある場合、対象者に受給者証を郵送する予定で
すので、令和６年４月提供分の請求時にご確認ください。受給者証は４月下旬に
郵送する予定です。 
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障がい者就労奨励金の様式変更と      

記入の際の注意点について 
障がい福祉課 
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豊田市障がい者就労奨励金の様式変更について 
令和６年４月１日 豊田市障がい者就労奨励金の様式を変更します。 
新しい様式を確認の上、新様式での提出をお願いいたします。 

 
１ 主な変更点 

【申請書】 
 ・受給者番号欄の追加 
 ・事業所利用開始日欄の追加 
【請求書】 
 ・振込口座情報欄の記入方法変更 
 ・事業所番号、受給者証番号欄の追加 
【変更届】 
 ・通所方法欄の記入方法変更 
【喪失届】 
 ・喪失理由欄の記入方法変更 
※詳細な変更点については口頭説明 
 
２ 変更日 

 令和６年４月１日  
 ※請求書は令６年４月分 （令和６年５月１０日〆切） 
 
３ 様式の掲載 

 ・豊田市ホームページからダウンロードできます。 
 掲載場所 トップページ＞くらしの情報＞福祉＞障がい者福祉＞減免・費用助

成＞豊田市障がい者就労奨励金 
       
      トップページの「広報とよた HP 番号検索」に 1003231 と入力 
 
４ その他 
令和６年３月分（令和５年度分）請求書の提出期限は、令和６年４月１０日

（水）必着となります。 
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様式第１号（第５条関係）  
豊田市障がい者就労支援奨励金支給申請書 

                        令和   年  月  日 
豊田市⾧ 様 
 
障がい者就労支援奨励金の支給を受けたいので、下記のとおり申請します。 

申
請
者 

住  所 
 

                 
電話（   ） 

氏  名  

生年月日          年   月   日 

利用している 
サービス・事業所名 

就労移行支援 ・ 就労継続支援 A 型 ・ 就労継続支援 B 型 
（事業所名） 
 
（市外及び自動車利用は所在地を記入） 

 
通所方法は下記のとおりです。 
 （下記より該当する通所方法を記入してください。） 
 １ 徒歩     ２ 自転車 
 ３ 電車（片道）      駅から     駅（     円） 

     駅から     駅（     円） 
片道合計（    ）円×２＝     円 

 
 ４ バス（片道）      駅から     駅（     円） 
               駅から     駅（     円） 

片道合計（    ）円×２＝     円 
 
 ５ 自動車 自宅から施設までの距離 
       片道（     ㎞）×２＝（      ㎞） 
 

６ バイク 自宅から施設までの距離 
       片道（     ㎞）×２＝（      ㎞） 
 
 ７ その他 具体的に（                     ） 

様式第１号（第５条関係）  
豊田市障がい者就労支援奨励金支給申請書 

 
                             年  月  日 
豊田市⾧ 様 
障がい者就労支援奨励金の支給を受けたいので、下記のとおり申請します。 

申
請
者 

受給者証番号 

氏  名         

生年月日      年     月     日 

住  所  

電話番号 （     ）    ―      

利用サービス名 就労移行支援 ・ 就労継続支援 A 型 ・ 就労継続支援 B 型 

通所事業所 

事 業 所 名    

住 所  
  

利用開始日 年    月    日 

通所方法は以下のとおりです。該当する通所方法（１から８）をご記入ください。 
 １ 徒歩        

２ 自転車      
３ 事業所の送迎 
４ 電車（片道） 

①        駅 から        駅  （      円） 
②        駅 から        駅  （      円） 

 ５ バス（片道） 
 ①おいでん・名鉄バス・その他（      ） 

      停留所 から      停留所  （      円） 
②おいでん・名鉄バス・その他（      ） 

          停留所 から      停留所  （      円） 
 ６ 自動車 自宅から事業所までの距離（片道）    （      ㎞） 

７ バイク 自宅から事業所までの距離（片道）    （      ㎞） 
 ８ その他 具体的に（                       ） 
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様式第２号（第６条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金決定書 
 

     年  月  日 
 
         様 
 

豊田市⾧ 
 
     年  月  日付けで申請のあった豊田市障がい者就労支援奨励金に
ついて、下記のとおり決定します。 
 
 

記 
 

１ 支給開始年月日 
      年  月  日 
 
 
２ 支給対象サービス 

支給対象サービス    事 業 所 名 
  

 
３ 支給額 
  訓練のための経費  １７５円／日（月額 3,750 円を上限とする。） 
  通所のための経費     円／日（日額 280 円と実費支出額のいずれか少

ない額。） 
 
４ 奨励金の請求方法 

□ 利用者より利用月の翌月１０日までに請求 
□ 代理請求者（ご利用の事業所）より利用月の翌月１０日までに請求  

  
 
 
 
 

様式第２号（第６条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金決定書 
 

     年  月  日 
 
         様 
 

豊田市⾧ 
 
     年  月  日付けで申請のあった豊田市障がい者就労支援奨励金につい
て、下記のとおり決定します。 
 
 

記 
 

１ 事業所名 
      
 
２ 支給対象サービス／支給額／支給開始日 

支給対象サービス 
①訓練のための

経費（円） 
②通所のための

経費（円） 
支給開始年月日 

 １７５円/日     円/日  
※①月額 3,750 円を上限とする 

  ②日額 280 円と実費支出額のいずれか少ない額 
 
３ 奨励金の請求方法 

□ 利用者より利用月の翌月１０日までに請求 
□ 代理請求者（ご利用の事業所）より利用月の翌月１０日までに請求  
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様式第３号（第７条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金（代理）請求書 
令和  年  月  日 

 
豊田市⾧ 様 

（請求者又は代理請求者） 
住所 

                  
氏名 

※ 代理請求者の場合、事業所所在地、事業所名、管理者氏名 

                    連絡先 （    ）    － 
 下記の金額を請求します。 
 

金          円 
 ただし、    年  月利用分の豊田市障がい者就労支援奨励金として 
 

振込先 

金融機関名 
支 店 名 

          銀 行                   本店 
信用金庫         支店 
農 協         出張所 

種別・口座番号 普通・当座  

（フリガナ）  

口座名義人 
 

【事業所記入欄】 
請求内訳（※代理請求の場合、記入必要なし。別紙を添付してください。） 

 ※訓練のための経費の月額上限は３，７５０円とする。 
上記の通所日数について、事実と相違ないことを証明します。 
 令和  年  月  日                 

             事業所名   
 
             連絡先 （   ）  －      担当                         

通所日数 
訓練のための経費 通所のための経費 

合計金額 
単 価 金  額 単 価 金  額 

日 １７５円 円 円 円 円 

様式第３号（第７条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金（代理）請求書 
  年  月  日 

豊田市⾧ 様 
 
（請求者又は代理請求者）※代理請求者の場合、事業所所在地、事業所名、管理者氏名 

住 所  

氏 名  

電 話 番 号 （    ）   ―    

 
豊田市障がい者就労支援奨励金として、下記の金額を請求します。 
 

金      円（   年   月利用分） 
 

※どちらにも”〇”がない場合は、前回請求時と同じ口座に振り込みます。 
どちら

かに○ 

（※） 

 前回請求時と同じ口座に振り込みを希望 〈振込先口座に変更がない方〉 

 
以下の口座に振り込みを希望 
〈①初めて請求する方、②振込先口座を変更したい方、③事業所を変更した方〉 

 

金融機関名 
支 店 名 

銀行 
信用金庫 

農協 

本店 
支店 

出張所 

種別・口座番号 普通 ・ 当座 

（フリガナ）  

口座名義人  

 

（事業所記入欄）下段の※の欄の入力もお願いします。 
請求内訳（代理請求の場合、記入必要なし。別紙を添付してください。） 

※訓練のための経費の月額上限は３，７５０円とする。 
上記の通所日数について、事実と相違ないことを証明します。 

年  月  日  事業所名 
   

             電話番号 （   ）  －      担当者       

※事業所番号            （最初の 10 桁） ※受給者証番号                

通所日数 
訓練のための経費 通所のための経費 

合計金額 
単 価 金  額 単 価 金  額 

日 １７５円 円 円 円 円 
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様式第４号（第７条関係） 
 

委  任  状 
 

  年  月  日 
豊田市⾧ 様 

 

委 

任 

者 
 

フリガナ  

氏   名  

生 年 月 日                年   月   日 

居 住 地 

〒   
 
 
 

電話番号 
   

 
私は、下記の者を受任者と定め、下記受任者が豊田市障がい者就労支援奨励金の請

求及び受領を行うことを委任します。 
 

 

記 
 

受 

任 

者 

施設の設置者 

並びにその施設の

名称及び施設⾧の

名称 

 

法人名 
 
施設名 
 
施設⾧名 
 

施 設 所 在 地 

及 び 連 絡 先 

〒 
                   
 
 
 

電話番号 
 

様式第４号（第７条関係） 
 

委  任  状 
 

  年  月  日 
 

豊田市⾧ 様 
 

委 

任 

者 
 

受 給 者 証 番 号 
          

氏 名  

生 年 月 日      年     月     日 

住 所 
 
 

電 話 番 号 （      ）    ―      

   

私は、下記の者を受任者と定め、下記受任者が豊田市障がい者就労支援奨励金の請
求及び受領を行うことを委任します。 

 

記 
 

受 

任 

者 

法 人 名 
 

 

事 業 所 名  

管 理 者  

事 業 所 所 在 地 
 

 

事 業 所 電 話 番 号 （       ）    ―    
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様式第５号（第８条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金受領書 
  年  月  日 

 
豊田市⾧ 様 

 
事業所所在地 

             事業所名 
管理者                

 
 

別紙のとおり、  年  月分豊田市障がい者就労支援奨励金を支給したので、受領
書を提出します。  

 
 
 

支給額          円 
  

添付書類 委任を受けた者の豊田市障がい者就労支援奨励金の受領状況がわかるもの

様式第５号（第８条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金受領書 
   

年  月  日 
 
豊田市⾧ 様 

 
     事業所所在地 
     事 業 所 名 
     管 理 者 

               電 話 番 号（    ）   ― 
 
 

別紙のとおり、  年  月分豊田市障がい者就労支援奨励金を支給しましたので、
受領書を提出します。  

 
 
 

支給額          円 
  

添付書類 委任を受けた者の豊田市障がい者就労支援奨励金の受領状況がわかるもの
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様式第６号（第１０条関係） 

 
豊田市障がい者就労支援奨励金支給変更届 

 
  年  月  日 

豊田市⾧ 様 
申請者 
 住所 
 
 氏名              

              （生年月日        年  月  日） 
 
 次のとおり変更がありましたので届出ます。 
 
１ 変更事項  

変更事項 変 更 前 変 更 後 

氏  名 
  

住  所 

  

利用サービス 

事業所名 
 

事業所名 

通所方法※ 

  
 
 
 
 

 ※電車、バスについては停留所･往復の金額を、自動車については往復の距離を 
記入してください。 

 
２ 変更年月日 
      年  月  日 

様式第６号（第１０条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金支給変更届 
  年  月  日 

 
豊田市⾧ 様 

住  所  
氏  名  
電話番号 （    ）     － 

               
次のとおり、変更がありましたので届け出ます。 
 
１ 変更年月日      年   月   日 
 
２ 変更事項  

 変 更 前 変 更 後 

氏 名   

住 所 
  

 
サービス 就労移行・就労継続Ａ型・就労継続Ｂ型 就 労 移 行 ・ 就 労 継 続 Ａ 型 ・ 就 労 継 続 Ｂ 型 

事業所名 
  

通所方法 

１ 徒歩         
２ 自転車   
３ 事業所の送迎 
４ 電車 
５ バス 
６ 自動車 
７ バイク 
８ その他（         ） 

１ 徒歩          
２ 自転車   
３ 事業所の送迎 
４ 電車（片道） 

①         駅            駅 
（      円） 

②         駅            駅 
（      円） 

５ バス（片道） 
① おいでん・名鉄バス・その他（     ） 

        停留所        停留所 
（      円） 

② おいでん・名鉄バス・その他（     ） 
        停留所        停留所 

（      円） 
６ 自動車（片道）           ㎞ 
７ バイク（片道）           ㎞ 
８ その他（                ） 
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様式第７号（第１１条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金受給資格喪失届 
 

    年  月  日 
 

豊田市⾧ 様 
 

申請者 
 住所 
 
 氏名 

（生年月日        年  月  日） 
 

 豊田市障がい者就労支援奨励金の受給資格がなくなりましたので届出ます。 
 
１ 喪失年月日 
              年  月  日 
 
２ 喪失理由 
 
 
 
 
 

 

 

様式第７号（第１１条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金受給資格喪失届 
 

    年  月  日 
 

豊田市⾧ 様 
 

住  所    
氏  名 
電話番号 （    ）     － 

               
 

 豊田市障がい者就労支援奨励金の受給資格が無くなりましたので、届け出ます。 
 
１ 喪失年月日 
              年   月   日 
 
 
２ 事業所名 
 
 
 
３ 喪失理由 
  ※該当する番号に○を付けてください 
 
  １ 就労したため 
 
  ２ 体調不良等により通所できなくなったため 
 
  ３ その他（                ） 
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様式第３号（第７条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金（代理）請求書 
  令和６年 ５月 ７日 

豊田市⾧ 様 
 
（請求者又は代理請求者）※代理請求者の場合、事業所所在地、事業所名、管理者氏名 

住 所 豊田市西町３－６０ ○▲アパート□号 

氏 名 豊田 太郎 

電 話 番 号 （０５６５） ３１ １２１2 

 
豊田市障がい者就労支援奨励金として、下記の金額を請求します。 
 

金 ７，４９０ 円（  令和６ 年  ４ 月利用分） 
 

※どちらにも”〇”がない場合は、前回請求時と同じ口座に振り込みます。 
どちら

かに○ 

（※） 

○ 前回請求時と同じ口座に振り込みを希望 〈振込先口座に変更がない方〉 

  
以下の口座に振り込みを希望 
〈①初めて請求する方、②振込先口座を変更したい方、③事業所を変更した方〉 

 

金融機関名 
支 店 名 

銀行 
信用金庫 

農協 

本店 
支店 

出張所 

種別・口座番号 普通 ・ 当座 

（フリガナ）  

口座名義人  

 

（事業所記入欄）下段の※の欄の入力もお願いします。 
請求内訳（代理請求の場合、記入必要なし。別紙を添付してください。） 

※訓練のための経費の月額上限は３，７５０円とする。 
上記の通所日数について、事実と相違ないことを証明します。 
令和６年  ５月  ２日  事業所名  

                就労継続支援Ａ型事業所 スギヒロ 
             電話番号 （０５６５）３4－１２３４  担当者 杉本   

※事業所番号 ２３１３４０９９９９ （最初の 10 桁） ※受給者証番号 ００１５６７８９２２    

通所日数 
訓練のための経費 通所のための経費 

合計金額 
単 価 金  額 単 価 金  額 

２２日 １７５円 ３，７５０円 ２３５円 ５，１７０円 ８，９２０円 

記入例（前回請求時と同じ口座に振り込む） 
市役所へ提出す

る日を記入 

必ず本人の名前で！ 

個々で異なりますので決定通

知または障がい福祉課へご確

認ください。 

事業所に必ず記入して

もらってから、提出して

ください。 

 

合計欄と同じ金額を記入 

訂正は不可！再作成。 

必ず○を記入！ 
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様式第３号（第７条関係） 
 

豊田市障がい者就労支援奨励金（代理）請求書 
  令和６年 ５月 ７日 

豊田市⾧ 様 
 
（請求者又は代理請求者）※代理請求者の場合、事業所所在地、事業所名、管理者氏名 

住 所 豊田市西町３－６０ ○▲アパート□号 

氏 名 豊田 太郎 

電 話 番 号 （０５６５） ３１ １２１2 

 
豊田市障がい者就労支援奨励金として、下記の金額を請求します。 
 

金 ７，４９０ 円（  令和６ 年  ４ 月利用分） 
 

※どちらにも”〇”がない場合は、前回請求時と同じ口座に振り込みます。 
どちら

かに○ 

（※） 

 前回請求時と同じ口座に振り込みを希望 〈振込先口座に変更がない方〉 

 ○ 
以下の口座に振り込みを希望 
〈①初めて請求する方、②振込先口座を変更したい方、③事業所を変更した方〉 

 

金融機関名 
支 店 名 

銀行 
信用金庫 

農協 

本店 
支店 

出張所 

種別・口座番号 普通 ・ 当座 

（フリガナ） トヨタ タロウ 

口座名義人  豊田 太郎 

 

（事業所記入欄）下段の※の欄の入力もお願いします。 
請求内訳（代理請求の場合、記入必要なし。別紙を添付してください。） 

※訓練のための経費の月額上限は３，７５０円とする。 
上記の通所日数について、事実と相違ないことを証明します。 
令和６年  ５月  ２日  事業所名  

                就労継続支援Ａ型事業所 スギヒロ 
             電話番号 （０５６５）３4－１２３４  担当者 杉本   

※事業所番号 ２３１３４０９９９９ （最初の 10 桁） ※受給者証番号 ００１５６７８９２２    

通所日数 
訓練のための経費 通所のための経費 

合計金額 
単 価 金  額 単 価 金  額 

２２日 １７５円 ３，７５０円 ２３５円 ５，１７０円 ８，９２０円 

記入例（新規、振込口座を変更する場合） 
市役所へ提出す

る日を記入 

必ず本人の名前で！ 

個々で異なりますので決定通

知または障がい福祉課へご確

認ください。 

事業所に必ず記入して

もらってから、提出して

ください。 

 

合計欄と同じ金額を記入 

訂正は不可！再作成。 

必ず○を記入！ 

三河 西町 

必 ず 本 人 の

口座で！ 
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障がい者相談体制（委託相談）について 
障がい福祉課 
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令和６年度障がい者相談支援等業務について

１ 障がい者相談支援について
２ 地域自立支援協議会について
３ 地域生活支援拠点等
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１ 障がい者相談支援（地区割）について

中部ブロック 南部ブロック

北部ブロック 中山間ブロック

令和５年度まで
①

②

③

④

③

②

①

①

②

④

④

⑤

⑤

令和６年度まで

資料２ー２

４ブロック
全市地区関係なく対応
委託相談員１４名（専従）

①

③

② ④

５ブロック
中学校区ごとに担当を設定
委託相談員２４名（専従ではない）

③
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１ 障がい者相談支援（地区割）について

番号 ﾌﾞﾛｯｸ 委託役職 担当地区（中学校区） 手帳所持者数

１ 北部 基幹的リーダー 北部ブロック全域 4,017人

２ 北部 ブロック主任 井郷、猿投台（ ） 1,395人
３ 北部 構成員 保見、猿投 1,111人
４ 北部 構成員 藤岡南、猿投台（ ）、

石野

793人

５ 北部 構成員 藤岡、小原 718人

６ 基幹的リーダー 5,129人
７ ブロック主任 崇化館 1,295人
８ 構成員 梅坪台、浄水 1,190人

９ 構成員 逢妻 1,490人
１０ 構成員 朝日丘 1,154人
１１ 南部 基幹的リーダー 南部ブロック全域 5,510人

１２ 南部 ブロック主任 上郷、高岡 1,580人
１３ 南部 構成員 若園、前林 1,581人

１４ 南部 構成員 末野原 1,237人
１５ 南部 構成員 1,112人
１６ 中部 基幹的リーダー 中部ブロック全域 4,731人

１７ 中部 ブロック主任 高橋 1,155人
１８ 中部 構成員 美里 1,167人
１９ 中部 構成員 豊南 1,262人

２０ 中部 構成員 益富、松平 1,147人
２１ 東部 基幹的リーダー 東部ブロック全域 1,064人

２２ 東部 ブロック主任 足助 487人
２３ 東部 構成員 旭、稲武 345人
２４ 東部 構成員 下山 232人62



１ 障がい者相談支援事業（委託相談）について

障がい者からの
一般相談等 基幹的リーダー

ブロック主任・構成員

関係機関

時 間：原則、平日午前８時３０分から午後５時１５分
対応業務：一般相談業務（訪問、来所相談、同行、電話相談、電子メール、

個別支援会議、関係機関、その他）ただし、報酬請求分は対象外。
支援内容：福祉サービスの利用に関する支援、障がいや病状の理解に関する支援、

健康・医療に関する支援、不安の解消・情緒安定に関する支援、
保育・教育に関する支援、家族関係・人間関係に関する支援、
家計・経済に関する支援、生活技術に関する支援、就労に関する支援、
社会参加・余暇活動に関する支援、権利擁護に関する支援、その他

＜相談の流れ（基本）＞①基本情報（氏名、年齢、住
所等）及び主訴等の聞き取り

②担当中学校区の担当者へ連絡

③相談対応

④報告

※状況に応じ連絡

※状況に応じ連絡
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２ 地域自立支援協議会について

（１）会議の運営・参加
ブロック会議は月１回程度開催
※課題検討、研修準備等
５ブロックの基幹的リーダーが月１回程度開催

（２）研修等の企画、運営等
相談支援等に従事する相談員の質の向上に資する研修の企画、運営、協力
（役職に応じた業務負担及び年２回以上の企画、運営、協力を想定）

＜概略図＞

基幹会議 全体会ブロック会議

関係会議 部会

※報告 ※専門的課題付託

委託相談員

①個別ケースで
の課題の提出等

・地域課題の検討

・基幹会議の連絡・共有

・研修企画運営協力

②報告

・地域課題の設定、解決策の検討

・基幹相互の連絡・共有

・研修企画運営協力

・地域課題の報告

・実績報告

・運営計画の報告評価

⑤報告

③フィードバック ⑥フィード

バック
④連絡共有

※必要に応じて実施

⑤報告

⑥フィード

バック
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＜参考 令和５年度まで＞

・学識経験者 ・当事者団体 ・就労支援機関
・相談支援事業者 ・雇用関係機関 ・障がい者支援施設
・教育関係機関 ・保健、医療機関 ・障がい者相談員
・行政機関 ・地域支援者

（担当者議長 専門部会 部会長）
運営委員（合計22名）

全体会（年２回）

担当者会議
（月1回）

事務局会議
（月１回）

・議長
・地域アドバイザー
・行政ほか

課題・研修
整理部会

・部会長 副部会長 議長

・各部会長
ﾅｶﾎﾟﾂ 発達C

・各ブロックリーダー

自立支援協議会として出席する関係機関会議

北部 中部南部 中山間

医療的ケア児
者等支援部会

防災啓発WG
（有期限）

ブロック・部会等の全構成員
・議長
・地域アドバイザー

課題提出・研修報告

課題研修報告・協議 新たな課題

課題研修報告・協議

連絡

ブロック会議
部会・WG

情報
共有

課題の整理
・研修連絡

課題・研修
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

運営方針等
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

主催 保健支援課（※阪田 各会議に参加）
・精神障がい者地域支援協議会（年①）【１名】
・精神障がい者地域支援部会（月①）【４名】
 ４病院との連携ケース検討 【臨時】

主催 地域包括ケア企画課
・豊田市在宅医療福祉連携推進会議（年③）【１名】
・豊田加茂ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸ（年③）【３名】医師会
・豊田市再犯防止推進委員会（年②）【１名】
・豊田市みよし市在宅医療･介護･福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会（書面）【１名】

主催 福祉総合相談課・社会福祉協議会
・豊田市成年後見・法福連携推進協議会（年③）【１名】（福相）
・地域共生社会推進全国サミットinとよた（臨時）【１名】
 多機関連携の取り組み会議（年⑳）中部、南部、北部

その他会議
・豊田市特別支援教育連携協議会（年③）【１名】（ﾊﾟﾙｸとよた）
・西三河北部就業・生活支援センター連絡会議（年①）【１名】
・豊田市心身障がい児早期療育推進委員会（年③）【１名】発達C
・消防と福祉と医療の連携会議【１名】

地域自立支援協議会 参考資料
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３ 地域生活支援拠点等について

（１）地域生活支援拠点等とは （参照：愛知県 地域生活支援拠点等運用状況の検証・検討のための手引き）

障がいのある方が地域で安心して暮らし続けられるよう、ご本人・ご家族の高齢化や災害等
の不測の事態に備えるとともに、入所施設や医療機関から地域での暮らしへの移行を進めるた
め、市において整備が進められているもので、次の５つの居住支援の機能をいう。

＜概略図＞

入所施設
医療機関

ブロック会議等

委託相談員

①相談
・緊急時を想定した
普段からの相談等

②聞き取り、支援

※必要に応じて実施

１、相談 本市は、「面的整備型」
２、緊急時の受け入れ・対応 本市の緊急時受入実績は、令和４年の１件のみ
３、体験の機会・場
４、専門的人材の確保・養成 評価…年１回以上、地域生活拠点等の整備、運営
５、地域の体制づくり 状況等を自立支援協議会を通じて実施する。

相談者

③緊急時受入
コーディネート※

④緊急時受入後の対応※

※拠点に関する
課題報告

・専門的人材の確保・養成
・地域の体制づくり

関係事業所等

⑤体験の機会・場のコーディネート※

⑥体験の機会・場実施後の対応※
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権利擁護推進市民向けシンポジウム 兼    

とよた市民後見人養成講座事前説明会    

について 
福祉総合相談課 
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令和５年度障がい福祉サービス事業所説明会 
 令和６年度権利擁護推進市民向けシンポジウム兼とよた市民後見人養成講座事前

説明会の開催のご案内とお願い  
 

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ８ 日 
豊田市 福祉総合相談課 

 
１ これまでの取組 

豊田市では地域共生社会の実現に向けて、地域共生推進全国サミットの開催、意
思決定フォロワーモデル事業、市民後見人養成講座などに取り組んできました。 

この方向性を継続し、権利擁護支援や意思決定支援の視点を養った市民の裾野が
広がっている状況をさらに推進することは、誰一人取り残さない地域づくりにつな
がるものです。 

このことから、令和６年度では、市民後見人の担い手養成のための事前説明だけ
でなく、広く市民に権利擁護の啓発を図ることも目的として明確にし、「権利擁護
推進市民向けシンポジウム・とよた市民後見人養成講座事前説明会」として開催し
ます。 

 
２ 養成講座の内容（場所は福祉センター） 
（１）権利擁護推進市民向けシンポジウム兼とよた市民後見人養成講座事前説明会 
 ・６月２９日（土）午後１時３０分 午後４時３０分 

講師 地域における権利擁護支援活動  
コーディネーター 
・同志社大学 教授 永田祐 氏 

  シンポジスト 
  ・豊田加茂医師会 会⾧ 加藤真二 氏 

・日本弁護士連合会  
高齢者・障害者権利支援センター 事務局⾧ 福島健太 氏 

  ・市民後見人 鳥巣美恵子 氏 
  ・市民後見人 倉田眞澄 氏 
（２）基礎講座 ７日間 （７ １０月、原則土曜日の午後１時 午後４時３０分） 

・権利擁護支援活動に必要な知識の習得（福祉、医療、法律、意思決定支援等） 
（３）実務講座 ６日間 （１１ １２月、原則土曜日の午後１時 午後４時３０分） 
 ・市民後見人として必要な事務に関する演習、グループワーク等 
 
３ お願い 
 （１）とよた市民後見人養成講座へのご参加（シンポジウムのみの参加も可） 

（２）事業所でのチラシ配架、ポスター貼付のご協力 
   ※チラシ、ポスターについては後日、事業所に郵送します。 
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災害時に要配慮者の避難施設として       

民間社会福祉施設等を使用することに関する   

協定について 
福祉総合相談課 
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災害時における障がい児者の避難者受け入れに関する協定について 

 

１ 協定依頼の概要                            

  大雨や大規模地震等の災害時に指定避難場所等での避難生活が困難な要配
慮者の避難施設として地域交流スペースや多目的室等を利用できる体制を整
備し、障がい者等の要配慮者の生活環境を確保することを目的に、平成１６
年度から豊田市と福祉・介護施設との間で協定の締結を開始しています。 

協定の内容としては、災害時に市からの要請依頼に基づき、施設側が要配
慮者の受け入れを行い、受け入れ人数と日数に応じて市が経費等の一部を負
担するものです。 

これまで、入所機能を持つ施設との協定締結を進めてきましたが、通所事
業所であっても多目的室等の活用により避難受け入れの協力ができそうとい
うことであれば、協定締結についてご検討をお願いします。 

 

２ 協定内容のポイント                          

〇大規模な地震・風水害等の災害により避難所等に避難した障がい児者が、
避難生活が⾧期化することで、避難場所での暮らしの継続が困難となった
場合に、市からの避難受入の要請に可能な範囲で協力し、障がい児者の受
け入れをしてください。 

〇協力要請による受け入れを行った場合、居住費・食費・日常生活費として
市から１人１日当たり３，５００円が支給されます。 

※障がい児者に同伴する家族を受け入れた場合は、その者も要配慮者と
みなして経費を算出 

 【可能な範囲で体制確保に努めてもらうこと】 

  ・避難者の相談や日常生活上の支援等に対応できる体制の確保 

  ・避難者の急変等に対応できる体制の確保 

  ・避難者の移送体制の確保 

 

３ 協定締結に関する問合せや手続き                                   
 災害時の避難者受け入れに関する詳細や、手続き等は下記までお問合せくだ
さい。 

 

 福祉総合相談課 権利擁護支援担当 

  電話 ０５６５－３４－６７９１ FAX ０５６５－３３－２９４０ 
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災害時に要配慮者の避難施設として民間社会福祉施設等の 
使用の協力に関する協定書 

 
（趣旨） 
第１条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害（以下「災害」という。）

により要配慮者が避難を余儀なくされた場合に、豊田市（以下「甲」という。）
が、            （以下「乙」という。）に対して行う、民間社
会福祉施設等を要配慮者の避難施設として使用すること及び要配慮者の受け
入れ要請に可能な範囲での協力をすること（以下これらを「施設使用等の協力」
という。）に関して、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 
第２条 この協定において「要配慮者」とは、次に掲げる者のうち、施設の入所

基準に該当し、又は該当すると認められる者で、災害時に何らかの支援を求め
る者をいう。 
（１） 身体障がい者や知的障がい者など、事業所の実情に応じて記載  
（２）上記に準じる者 

（施設使用等の協力の要請及び受諾） 
第３条 甲は、居宅での生活が困難となった要配慮者及びあらかじめ指定する

避難所（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７に基づく
指定避難所をいう。）では対応が困難な要配慮者のために、乙に対し第４条に
掲げる施設の施設使用等の協力を要請できるものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を可能な範囲において協力するよう努めるものとする。 
（避難施設） 
第４条 避難施設は、次に掲げる施設とする。 

（１） 事業所名称を記載       
（２）                

（手続き等） 
第５条 甲は、第３条の規定により乙に対し施設使用等の協力を要請する場合

は、あらかじめ次に掲げる事項を電話等で連絡し、協力の可否を確認のうえ、
協力が可能である場合は、施設使用等の協力要請書（様式第１号）及び移送要
請書（様式第２号）で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限
りではない。 
（１） 要配慮者の住所、氏名、心身の状況、乙による移送の必要性の有無、連 

絡先等 
（２）身元引受人の氏名、連絡先等 
（３）使用する期間 
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２ 要配慮者に同伴者がいる場合は、甲は乙に対してその者の受入可否につい
て確認し、受け入れが可能である場合は、同伴者情報もあわせて送付するものと
する。 
（協力体制の確保） 
第６条 乙は、施設使用等の協力をするにあたり、次に掲げる体制の確保に可能

な範囲で努めるものとする。 
（１）要配慮者の相談や日常生活上の支援等に対応できる体制の確保 
（２）要配慮者の状況の急変等に対応できる体制の確保 
（３）要配慮者の移送体制の確保 
（施設使用等の協力の期間） 
第７条 この協定における施設使用等の協力要請の期間は、災害発生時から一

般の避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、特段の事情がある場合はこ
の限りでない。 

（物資の調達及び人員の確保等） 
第８条 甲は、要配慮者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資

の調達に努めるものとする。 
２ 甲は、乙が要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員及びボランティ

ア等の確保に努めるものとする。 
３ 甲は、乙による要配慮者の移送体制の確保が困難な場合は、代替手段の確保

に努めるものとする。 
（経費の負担） 
第９条 甲は、施設使用等の協力要請をし、乙による要配慮者の受け入れがされ

た場合には、施設で要配慮者が避難生活に要した経費であって、次に掲げるも
のについて負担をするものとする。 

（１）居住費 
（２）食費 
（３）日常生活費 
２ 前項第１号から第３号に掲げる経費は、１人１日当たり３，５００円とし、

施設による受け入れを行った日数を乗じて得た額を甲が負担する。なお、要配
慮者に同伴する者を受け入れた場合は、その者を要配慮者とみなし経費を算
出し、甲が負担するものとする。 

（実績報告等） 
第１０条 乙は、甲からの要請に応じ施設使用等の協力を行ったときは、協力の

終了後に要配慮者等の受け入れに係る実績報告書兼請求書（様式第３号）を遅
滞なく甲へ提出するものとする。 

２ 甲は、前項により乙から実績報告書兼請求書の提出がされたときは、遅滞な
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くその内容を審査したうえで、必要な経費を乙に支払うものとする。 
（受入れ可能人数等） 
第１１条 甲及び乙は、本協定締結後、受入れ可能人数、必要物資等について、

あらかじめ協議するものとする。 
（個人情報の保護） 
第１２条 甲及び乙は、この協定に基づき知り得た要配慮者及び同伴する者の

固有の情報を漏らしてはならない。 
（権利義務の譲渡等の制限） 
第１３条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは

継承又はその権利を担保に供してはならない。 
（関係書類の保管） 
第１４条 乙は、この協定に関する書類等を事務所に整備するほか、施設使用等
の協力実施後５年間はこれを保管するものとする。 
（協定の解除） 
第１５条 甲又は乙が、この協定に基づく内容に違反、又は体制等の維持が困難

となったこと等により、この協定の目的を達成、維持することができないと認
める場合は、双方いずれかの申し出によりこれを解除できるものする。 

（協定の有効期限） 
第１６条 この協定書の有効期限は毎年度末とし、甲乙双方に異議がない場合

は翌年度においても自動的に更新されるものとする。 
（疑義の解決） 
第１７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたとき

は、別に甲乙協議して決めるものとする。 
 
 この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、
各自その１通を所持する。 
 

  年  月  日 
 

（甲）豊田市西町三丁目６０番地 
豊田市 

                   代表者 豊田市⾧  太田 稔彦 
 

（乙） 
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「災害時に要配慮者の避難施設として民間社会福祉施設等の使用の
協力に関する協定書」についての解釈基準 

 
条 項 解釈の基準 

第１条 
（避難を余儀なくさ
れた場合） 

・住居喪失、倒壊等により居住できなくなった場合 
・介護者が死亡、負傷等により自宅で介護できない場合 
・その他これに準ずると認められる場合 

第３条第２項 
（可能な範囲で協
力） 

・介護保険法に基づく契約によらない受け入れを、施設
にある空床やその他活用できる居室、設備等を使用し
て行うこと。 

第６条 
（協力体制の確保） 

・各号に掲げる体制について、可能な範囲で確保できる
ように努めること。 

第７条 
（施設使用等の協力
の期間） 

・原則、災害発生日から最大７日以内とし、延⾧の必要
がある場合は、必要最小限で延⾧する。 

第８条 
（介護支援者の確
保） 

・看護師、介護員等、災害発生直後においては、ボラン
ティアの中からできる限り資格のある者を募り配置
する。 

第９条第１項 
（経費の負担） 

・経費の負担については、施設使用等の協力に要した経
費を勘案し、甲が負担する。なお、災害救助法等の適
用を受けた場合は、国費等で対応する。 

 ※光熱費等は、施設で負担する。 
第 11 条 
（受入れ可能人数、
必要物資等） 

・受入れ可能人員（定員を超えて受け入れることができ
る人員） 

・施設で確保できる支援者数（各法人の現状のボランテ
ィア数からの推定数） 

・必要物資等（受入人員から想定して必要となる物資等
の数量） 

第 11 条 
（あらかじめ協議） 

・別紙「受入れ可能人員等調査書」にて協議する。 

第 16 条 
（疑義の解決） 

・疑義の協議事項は、文書により残すものとする。 
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重層的支援体制整備事業について 

福祉総合相談課 
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豊田市における「重層的支援体制推進（整備）事業」について

１ 重層的支援体制推進事業について

２ 重層的支援体制推進事業 本市の基本的な流れ

●従来の属性別の支援体制では対応が困難な事例が増加している。
⇒国は、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築を目的

として令和2年6月に社会福祉法を改正し、重層的支援体制整備事業を創設。令和3年4月から施行。
⇒手上げ式の事業実施で、令和４年度は全国１３４自治体、令和５年度は全国１８９自治体が実施中。

（愛知県では令和３年度から実施している豊田市を含め１４市町村が実施）
⇒本市は平成29年度からモデル事業実施を進めており、全国に先駆けて体制の整備が進んでいること

から、「整備事業」ではなく、「推進事業」と独自の呼称を使用。

本人 本人以外

本人

参
加
支
援
事
業

・世代や属性を超えた住民同士の多様な場の整備及びコーディネート
・すでに実施している以下の５事業の参加者交流等

・地域資源を活用した支援につなぎ、社会参加を促進
・既存の支援がない場合、新たな支援メニューを創出する

・多機関の適切な連携による支援の実施
・必要な支援機関を招集し、支援の方針や役割分担を決定
・個別課題を積み上げ、必要な公的サービスなどの検討

・相談窓口の支援対象
ではない案件であっ
ても、相談を適切に
聞き取り、対応でき
る支援機関に適切に
つなぐ

・支援が行き届く
よう本人への自
宅訪問等を行う

※ 法令上規定する５事業（当該事業は公的サービス主体）

地域
サロン

お助け隊
交流館

自主グループ
子ども
食堂

など

既存の支援

支援策がない

福祉の相談窓口など

多
機
関
協
働
事
業

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
等
を
通
じ
た

継
続
的
支
援
事
業

相談

こども家庭課

子育て支援
センター

こども・若者
政策課 地域保健課 パルクとよた 生活福祉課

福祉総合相談課 地域包括支援
センター

社会福祉
協議会

障がい者相談
支援事業所

保健支援課

ケアマネ

包
括
的
相
談
支
援
事
業

地
域
づ
く
り
事
業

新たな支援メニューの創出

３ 取り組み事例について

生活支援体制整備
事業（協議体、生
活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）

地域活動支援センタ
ー事業（ｴﾎﾟﾚ、ﾎﾟｼﾞ
ﾃｨﾌﾞ21いなぶ）

一般介護予防事業
（自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援）

生活困窮者支援等のた
めの地域づくり事業

地域子育て支援拠
点事業（子育て支
援ｾﾝﾀｰ）

・新設された支援
会議を活用して
情報共有

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

○６０代引きこもりの支援（継続案件）
・２０年来の引きこもりで収入もなく、電気ガス（途中から水道も）が止まっている状況。
・市内に住む妹と姪が心配しており、訪問等の支援協力あり。
・支援会議を開催し、福祉総合相談課、生活福祉課、社会福祉協議会、住宅公社で支援検討。
・「自分で生活保護を申請しに行く」と言って実行しないことが続き、食料等の支援を継続して実施。
・同意が得られるよう関係性を構築するために訪問等を継続。

多機関協働事業

○多機関による豊田市の対応方針の決定
・「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」や「参加支援事業」等の意識醸成、連携体制の強化を図

るため、「重層的支援会議定例会」において、各関係機関の課題の共有、事例を通して手法の検討や
支援の繋ぎのイメージの共有を行った。

参加支援事業

○１７歳ひきこもりの支援（継続案件）
・小学３年生から不登校。
・母親と離れて他人と過ごす時間を確保し、

社会性を身に付ける支援を実施。
・とよた多世代参加支援プロジェクトが支援を創出し、

ボランティアと軽作業を続けるとともに、同プロジェクトの他の会員事業所でも作業を実施。
・対象者に「○○がしたい」という自我が芽生え、プロジェクト会員も手ごたえを感じている。

地域づくり事業

○子育て支援センターと地域の高齢者グループによるイベントの実施
・社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）が主体となり、逢妻地区の子育て支援セ

ンターと同地区で元気アップ教室を開催する高齢者グループの意見交換を実施。
・子育て支援センターが毎年単独で実施していた河川沿いの散策イベントに、高齢者グループも一緒に

参加する形態を創出。
・子ども分野と高齢者分野を組み合わせた多世代交流の場を創出し、

今後も継続して実施できるようネットワーク化の役割も担った。

※取組事例の一部紹介

とよた多世代
参加支援プロジェクト

民間事業所が集まった
任意団体

ボランティアと対象者の作業風景

高齢者と未就学児の散歩風景

令和６年３月 日（ ）
福祉総合相談課
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障がい者虐待・虐待対応研修の実施について 

福祉総合相談課 
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障がい者虐待防止法（正式には「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対す
る 援等に関する法律」）は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされる
ことを防ぐ法律。

障がい者への虐待防止について

１ 障がい者虐待防 法とは 

２ 障がい者虐待防 法における障がい者とは 

身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む）、その他心身の機能の
障がいがある人で、日常生活や社会生活に支障のある人が対象（18歳未満の人、
障がい者手帳を取得していない人も対象）。

３ 障がい者虐待の定義

障がい者虐待防止法では、虐待を3種類に分けて次のように定義している。
①養護者による虐待

障がい者の 活の世話や 銭の管理などをしている家族や親族、同居する による虐待

②障がい者福祉施設従事者等による虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所で働いている職員による虐待

③使用者による障がい者虐待
障がい者を雇用している事業主などによる虐待

４ 障がい者虐待の例

①身体的虐待
平手打ちする、殴る、蹴る、つねる、身体拘束など

②性的虐待
性的 為の強要、わいせつな 葉を発する・映像 を せるなど

③ 理的虐待
侮辱する 葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪 を う、仲間に れない、 ども扱いする、
無視するなど

④介護・世話の放棄・放任（ネグレクト）
食事や水分を十分に与えない、入浴させない、排泄の介助をしない、掃除をしない、必要な
医療・サービスを受けさせない、学校に かせないなど

⑤経済的虐待
年 や賃 を搾取する、財産や預貯 を勝 に使う、必要な 銭を渡さないなど

５ 虐待を つけたら
虐待かも と思ったら、ためらわず通報 
「障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発 した （虐待の疑いに気がつい
た人）は、市町村に速やかに通報する義務がある。」（障がい者虐待防止法より）
下記の通報先へご連絡ください。

なお、市町村職員には守秘義務が課せられていますので、通報をした人の情報
は守られます。また、通報したことを理由として解雇されることも禁じられています。

６ 参考資料

①養護者による虐待通報先
市 よりそい支援課（4 より変更） ０５６５－３４－６７９１

②障がい者福祉施設従事者等による虐待通報先
市 障がい福祉課 ０５６５－３４－６７５１

③使用者（雇用主等）からの障がい者虐待について
市 よりそい支援課（4 より変更） ０５６５－３４－６７９１
県 障害福祉課  ０５２－９５４－６２９４

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
（施設・事業所従事者向けマニュアル）（令和５年７ ）

【別冊】職場内虐待防止研修用冊子

PDF

PDF

「障害者虐待の防止と対応の手引き」へ

厚 労働省のホームページにある以下の資料を閲覧し内容を確認してください

厚生労働省ホームページ
／障害福祉課／障害者虐待防止／通知・Q&A・手引き・関連資料等

下へスクロール
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豊 市 養護者による障がい者虐待対応の 順 
 

                                                                                                                                                                         

虐
待
事
案
 
 
 
 
 
判
断
 
 
 
場
合 

養護者による虐待を受けたと思わ

れる障がい者を発 した者 

養護者による虐待を受けた

障がい者   

（１）「養護者による障がい者虐待対応窓 （市 よりそい 援課（予定））による受付 

※参考 障がい者施設従事者等による障がい者虐待対応窓 ＝市 障がい福祉課 

 

（４）コアメンバー会議（ケース会議の内容含む） 

    ・虐待の有無の判断、緊急性の判断 

    ・対応 針の決定（総合的な対応 針、今後の対応や 標、役割分担） 

 

緊 

急 

性 

  

判 

断 

成年後 制度 

利 開始の審判

請求 

養護者への 援 

・相談、指導・助  

・養護負担の軽減 

障がい者への 援 

・福祉・医療サービスの

導  

・相談 援 

（６）虐待対応の終結・通常 援への移  

（５）モニタリング・評価 

障がい者の保護 

・短期 所、 院 

・施設 所 

やむを得ない事由による措置 

（２）対応 針の協議（課内協議） 

・初回相談の内容の共有と事実確認を うための協議 

・必要な情報収集項 の決定 

・事実確認の 法と役割分担 

・事実確認の期限→コアメンバー会議の開催 時 

（３）事実確認・訪問調査（安否確認） 

    ・障がい者の状況や事実関係の確認 

     ※必要に応じて、愛知県に相談・報告を う 

出典 厚 労働省  市町村・都道府県における障害者虐待の防 と対応の 引き 参考 
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令和 6 年度 障がい者虐待対応研修 （案） 
 養護者による障がい者虐待対応について  

 

 １ 研修内容                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ２ 対象                                        

 
 
 
 
 
 
 

 ３ 周知・申込み方法                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）庁内関係課 
 
（２）庁外関係機関 

障がい者相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所、社会福祉協議会（成年後見支援 
センター相談員、生活困窮者自立支援事業支援員、日常生活自立支援事業支援員等）、 
医療機関相談員（MSW）等 障がい者支援に関わる方 

 

 
 
【申込み期限】 令和 6 年６月某日          
【申込み方法】 あいち電子申請・届出システム等 
        （氏名、所属先、職種、電話番号、メールアドレスを入力） 

 
 
＜問合せ先＞豊 市 よりそい 援課（予定） 

電 話 34-6791  F A X 33-2940   

 

 

 

 

 

 

○   時 令和 6 年 8  26  （ ）午後 1 時３０分 ４時３０分 
○ 場 所 豊 市役所 東庁舎７階  会議室 3，4 
〇 定 員 ７０名程度 
○ 内 容 ①講義 養護者による障がい者虐待対応スキームの概要および早期発見・ 

早期介入・早期対応に向けた初動対応について 
②演習 虐待事例を通じたグループワーク等 

 
○ 講 師 塚本 鋭裕（つかもと としひろ）  

・日本社会福祉士会権利擁護委員会委員 
・障がい者福祉施設サンサン大府施設⾧ 

テーマ 
養護者による虐待の通報から終結までの一連の流れについて、初動期対応を 
中心に、基本的な考え方と法的根拠を学ぶ 
 通報から終結までの一連の流れを学び、虐待の要因について考える  
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豊田市障がい者通所施設歯科健診事業について 

保健部総務課 
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対 象 者 

実施内容 

 

 

実 施 日 

開始時間 

回   数 

申込み 
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〒   －      

豊田市 

会場名  

住  所 豊田市 
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豊田市中央図書館障がいサービスコーナーについて 
豊田市中央図書館 
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豊田市中央図書館の
障がい者サービスについて
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障がい者サービスを受けるには

1.愛知県内在住
2.身体障がい者手帳、療育手帳、

介護認定４以上をお持ちの方

貸出期間：１か月

利用カードの登録条件
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図書館で行っているサービス

障がい者用図書の貸出
郵送貸出
対面朗読
視覚障がい者用機器類の貸出
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障がい用図書の種類

障がい者用図書 貸出対象者

点字図書 視覚障がい者

点字絵本 視覚障がい者
療育手帳を持っている方

録音図書（デイジー図書） 視覚障がい者
重度身体障がい者、要介護4以上

字幕付き映像資料 聴覚障がい者
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点字図書・点字絵本について

点字絵本点字図書
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カセットテープ

録音図書（デイジー図書）について

デイジー図書プレクストーク
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字幕付き映像資料について
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郵送貸出について

豊田市内在住

身体障がい者手帳 １～３級
療育手帳Ａ判定

※障がいの内容によって、郵送できる図書・資料は異なる

郵送できる利用者
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対象 郵送できる資料

視覚障がい１～３級 点字本、点字絵本、録音図書、
活字図書、CD

聴覚障がい１～３級 字幕付き映像資料、活字図書

その他身体障がい１～３級 活字図書

療育手帳A判定 点字絵本、活字図書

郵送できる資料
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対面朗読について

音訳ボランティアによる朗読サービス

対象：視覚障がい者
時間：１回２時間程度（事前予約）

利用者が持参した本や取扱説明書などを朗読
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視覚障がい者への機器貸出について

対象：プレクストークの購入を検討している方
期間：１か月（館外への貸出可）

拡大読書器

プレクストーク

その他機器

拡大読書器
音声読み上げ機

館内で利用可
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共生型サービスの事業所指定について 
介護保険課 
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共生型サービスの概要

◆共生型サービスは、「介護保険」又は「障がい福祉」のいずれかのサービスの指定を
受けている事業所が、もう  の制度の指定も受けやすくするための「指定 続きの特例」です

◆平成30年４ の法改正に伴い、障がい福祉サービス等の指定を受けた事業所であれば、共生型
介護保険サービスの指定を受けることにより、障がい福祉サービス事業所の設備・人員配置で高齢
者の利 を受け れることが可能となりました

◆共生型介護保険サービスの指定要件は、障がい福祉サービス等の指定を
受けていることになります

◆共 型介護保険サービス利 者と障がい福祉サービス等事業所の利 者の
合計人数に対して、従業員数及び施設の面積や設備が障がい福祉サービスの
基準を満たしている必要があります

１ 指定要件

◆共生型介護保険サービスの指定を受けた場合、障がい福祉
サービス等事業所が定める利 定員の範囲内で 齢者を
受け入れることが可能です
※定員が18 以下の場合、 齢者の利 は豊 市 に限られます

◆当該利 定員の範囲内であれば、サービスごとの利 者の
数に変動があっても支障ありません

（例）定員20名の場合、利  によって指定 活介護の利 者が10人、
共 型通所介護の利 者が10 であっても、指定 活介護の利 者が5人、
共 型通所介護の利 者が15人であっても支障ありません

２ 定員の考え方

高齢者＋障がい者で
定員以内であればOK

◆共 型介護保険サービスの管理者と、障がい福祉サービス等の管理者が兼務であっても

支障ありません

３ 管理者

１

◆共 型介護保険サービス事業所が 齢者に適切なサービスを提供するため、それぞれのサービス

に対応した指定居宅サービス事業者等 はその他の関係施設から必要な技術的支援を受け

ている必要があります ※技術的支援を受ける相手先にお困りであればご相談ください

４ 技術的支援
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出典 厚 労働省
ホームページ「共生型
サービスの対象となる
サービス」

５ サービスの種類

共生型サービスの指定を受けたいときは

申請手順の確認
（※ 障がい福祉サービスの定員の範囲内でサービスを います）

申請書の事前確認を受ける
申請書類に不備・不 がないか、内容が適切であるかなど事前確認を受けます
※ 申請書案を介護保険課へ提出、書類確認をさせていただきます
※ 既存サービスである障がい福祉サービスの指定通知の写しを添付いただきます

指定申請（毎月月末 提出締切）
介護保険課での事前確認が終了後、指定申請を い書類審査を受けます
書類審査が終わると介護保険課から指定通知があります

変更届等の提出（必要に応じて）
※ 共生型介護保険サービス開始により、運営規程や定款等

に変更のある場合障がい福祉課への変更届が必要です

事業開始（申請月の翌々月１日付けで指定します）

まずは介護保険課へ
ご相談ください

２  続きの流れ【イメージ】

2

豊田市 福祉部
介護保険課 施設担当
TEL 0565-34-6634
FAX 0565-34-6034

１ 参考資料
◆厚 労働省 共 型サービス★はじめの 歩★  ち上げと運営のポイント 

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_200423_2.pdf
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豊田市中小企業経営力高度化事業補助金 
産業労働課 
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豊田市働き方改革推進支援補助金 
産業労働課 
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働き方改革アドバイザー・講師派遣事業 
産業労働課 
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とよたキャリアカレッジ 
産業労働課 
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働きやすい職場づくり推進事業所確認・公表制度 

はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰 

産業労働課 
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地域保健課の課名変更と業務内容について 
地域保健課 

114



 
地域保健課の課名変更と業務内容について 

 
１ 課名変更（令和 6 年 4 月 1 日から） 

 
 令和５年度  令和６年度  
地域保健課  健康づくり応援課 

    

２ 業務内容 
健康づくり応援課は、保健師、管理栄養士、歯科衛生士等の専門職を配置し、
『健康づくり豊田２1 計画』に掲げる市民の健康づくりの取組を推進する。 

（１）内容 
健康づくり、食育・栄養、歯・口の健康、生活習慣病予防、喫煙に関すること 

健康相談、健康教育、出前講座、介護予防、「とよたプラス１０」や健康づ
くりの啓発、地域・企業・学校等と共働した健康づくり事業、健康づくり
関連会議実施 
 

（２）他課へ移管する業務 
ア 母子個別支援業務はこども家庭課へ移管 
イ 東部地区（足助支所内）が担当している、精神・難病業務（足助、旭、下

山、稲武、小原地区）は保健支援課へ移管 
 

３ 健康づくり応援課の組織体制 

場所 担当 電話 

健康づくり応援課 
（東庁舎4階） 

健康づくり事業総括、庶務等 
34-6627 

西部地区
担当 

東庁舎４階 
逢妻、朝日丘、梅坪台、浄水、崇化館、 
豊南 

34-6627 

東部地区
担当 

足助支所内 
高橋、益富、美里、松平、旭、足助、 
稲武、下山 

62-0603 

南部地区
担当 

高岡コミュニティ
センター内 

上郷、末野原、高岡、前林、竜神、 
若園 

85-7710 

北部地区
担当 

猿投コミュニティ
センター内 

井郷、石野、猿投、猿投台、保見、 
小原、藤岡、藤岡南 

41-3081 

 

令 和 6 年 3 月 2 8 日 
保 健 部 地 域 保 健 課 
障がい福祉サービス事業所説明会 
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令和 6 年度 愛知県障がい者施設      

歯科検診事業について 
愛知県福祉局福祉部障害福祉課 
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愛知県福祉局福祉部障害福祉課 行 
FAX ０５２-９５４-６９２０ 

 

令和６年度（２０２４年度）愛知県障がい者施設歯科健診事業申込書 

  

令和 ６ 年    月     日 

                           施設名 

                           施設長                   印 

下記のとおり、申込みます。 

記 

施 設 名 
 

施設種別 

（必ずご記入下さい） 

 

 

入所施設のみ 

住 所 

〒   － 

 

電話 （     ）    ― FAX （     ）    ― 

施 設 長 名 
 

担 当 者 名 
 

実 施 内 容 

該当する箇所の□に 

 点を入れて下さい 

 

歯科健診対象者 

□身体障がい者 □知的障がい者 □精神障がい者 

  

 

実施希望年月日 

第一希望：令和     年     月     日（   ） 

第二希望：令和     年     月     日（   ） 

第三希望：令和     年     月     日（   ） 

  ※6 月～12 月の間にお願いします。 

受診予定者        人 

職 員 数                        人 （健診対象にはなりません） 

※近隣の施設と調整し 10 名以上での申し込みをする事業所については、歯科健診等の実施

場所となる事業所の情報を記載してください。ただし、受診予定者欄は合計の人数を記載

してください。 

※希望者のみ提出 
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障がい福祉サービス費等の請求について 

愛知県国民健康保険団体連合会 
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障がい福祉サービス費等の
請求について

令和６年３月

愛知県国民健康保険団体連合会

介護福祉部 障害福祉課
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◆１～１０日 請求期間

（土日祝も含み24時間受付。請求方法はインターネットのみ）

◆１１日～月末 審査

◆翌月第１営業日 返戻関連書類送付 ※該当がある場合のみ

◆翌月１０日 支払関連書類送付 ※該当がある場合のみ

（土日祝であれば前営業日）

◆翌月２０日 支払い

（２０日が土曜日の場合は前営業日、日曜日の場合は後営業日）

※通知書類の種類及び取得方法については、Ｐ15～Ｐ20をご確認ください

１．請求及び支払について

● 請求から支払の流れについて
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● 代理人請求と事業所単位の請求について

代理人請求とは、介護保険、または障害者総合支援における介護給付費等の請求事務を、

代理人が事業所に代わって行うことです。

（代理人請求のイメージ図）

事業所Ａ

事業所Ｂ

事業所Ｃ

（請求事務を委任）

事業所本店
（一括で請求事務）

（事業所単位の請求のイメージ図）

事業所Ａ

事業所Ｂ

事業所Ｃ

（各事業所で請求事務）
• 代理人請求を行う場合、事業所は代理人へ請求事

務を委任し、代理人は事業所から委任された請求
事務を行うため、国保連合会へ「代理人情報申
請」を行います。

• 代理人申請を行った代理人は、毎月、事業所に代
わって請求事務を行い、支払額決定通知書等の通
知書を取得し、事業所に渡します。

• 代理人を行った場合、事業所は、「請求／状況照
会／通知文書の取得」処理は出来ません。
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※テストID、本番用IDパスワードは、必ず仮パスワードから任意のパスワードに変更してください。

パスワードがわからなくなってしまった場合
・テストID、本番用IDパスワードについては仮パスワードを再発行しますので、国保連合会に

ご連絡ください。仮パスワードは原則郵送でのお届けになります。
・証明書発行用パスワードは電子請求受付システムホームページより再発行できます。

以前のパスワードで申請した証明書のダウンロードはできませんので、新たに証明書を発行
申請する必要があります。（別途発行手数料がかかります）

● 請求時のパスワード等について
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電子証明書の発行申請及びインストールを行う場合
証明書発行用パスワードが必要となります。そのため、証明書発行用パスワードを紛失し、電
子証明書の発行申請及びインストールを行うことができなくなってしまった場合、証明書発行
用パスワードを再発行する必要があります。再発行を行う前に、まずは国保連合会から送付さ
れた「電子請求登録結果に関するお知らせ」がお手元にあるか確認してください。「電子請求
登録結果に関するお知らせ」を紛失してしまった場合は、電子請求受付システムにログインし
以下の手順にて再発行を行います。
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当
月
請
求
分

請求期間内
（１～１０日）

・送信済データを取下げてから
修正データを送信してください。

・事業所のパソコンから取下げを行います。
・取下げ方法は

⇒P.10「請求期間内の取下げについて」へ

前月までの請求分
（返戻になっていないもの）

市町村に過誤申立を行ってください。
⇒P.25「3.過誤申立（取下げ依頼）について」へ

9

※当月請求分における１１日以降の取下げ及び修正は行えません。
翌月第１営業日の返戻等一覧表を確認し、前月までの請求分と同様に過誤申立を行ってください。

● 送信済データの取下げについて

請求データ送信後、誤り等に気付き、修正したデータを再度送信したい場合、
送信済データの取下げを行う必要があります。送信済データの取下げは、
時期によって対応方法が異なります。対応方法については以下のとおりです。
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事
業
所

Ａ

1回目

Ａ’

2回目

返戻

連
合
会

電子請求受付システムデータ受付時の仕様について

①同じ「市町村番号・受給者番号・サービス提供月」のデータを２回送信した場合
→１回目に受付（送信）したデータを正当データとして扱い、当該データにて審査・支払を行います。
→２回目に受付（送信）したデータは重複請求で返戻（エラーコード：EC01）となります。

※２回目のデータが正当(１回目のデータが誤り)である場合、１回目の送信データを取下げしてください。

②市町村番号・サービス提供月が同じで受給者番号が異なるデータを２回送信した場合
→別データのため、複数回に分けてデータ送信していただいて問題ありません。

※同一の市町村番号・サービス提供月の請求書が２回送信された場合、２回目送信の請求書のみが
重複請求で返戻となります。こちらに関しては、再請求する必要はありません。
（明細書データに基づき審査支払いを行うため。）

③市町村番号・受給者番号が同じでサービス提供月が異なるデータを２回送信した場合
→別データのため、複数回に分けてデータ送信していただいて問題ありません。

①の場合のフロー図

● 請求期間内の取下げについて
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【簡易入力システムでの取下げ方法】

11

②

①

③ ④

⑥

⑤
取下げたい
データを選択

＜請求状況の表示について＞

・取下げボタン押下後→「取下げ依頼中」

・（「取下げ依頼中」が表示されてから約５分後）

最新情報更新ボタン押下→「取下げ済み」

 請求システムから取下げを行う場合

請求年月「令和 年 月」の送信待ちの請求情報があります。

請求年月を
当月にします

令和 年 月

令和 年 月 日
令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月

請求年月「令和 年 月」の請求情報が送信待ちです。

請求年月「令和 年 月」の印刷できる請求情報があります。
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【取込送信システムでの取下げ方法】

12

①

② ③

⑤

④
取下げたい
データを選択

＜請求状況の表示について＞

・取下げボタン押下後→「取下げ依頼中」

・（「取下げ依頼中」が表示されてから約５分後）

最新情報更新ボタン押下→「取下げ済み」

請求年月を
当月にします 令和 年 月

令和 年 月 日 10:00

令和 年 月 日令和 年 月 日
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 電子請求受付システム（WEBサイト）から取下げを行う場合

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②
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③

④

⑤

処理対象年月＝請求年月。

例えば当月が令和5年５月であれば

処理対象年月＝20２3/0５の詳細

ボタンを押下します。

取下げたいデータの
取下げボタンを押下

取下げボタンのない
データは取下げできません

2023/05

2023/05

2023/05/05 10:00

2023/05

2023/05

2023/05
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 通知書類送付一覧

【請求翌月の第１営業日】

・障害福祉サービス費等支払決定増減表 ※請求書記載の金額と明細書の合計金額に差がある場合のみ
（返戻がある場合等）

・返戻等一覧表 ※返戻がある場合のみ

【請求翌月の１０日（10日が土日祝の場合は前営業日）】

・障害福祉サービス費等支払決定額通知書

・障害福祉サービス費等支払決定額内訳書

・福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ ※処遇改善加算等を算定された場合のみ

・障害福祉サービス費等過誤決定通知書 ※過誤申立をされた場合のみ

※通知書類は郵送ではなく電子請求受付システム等に掲載されますので、各自取得してください。

※ご注意ください！

通知書類は取得から３ケ月を経過しますとシステムから削除されます。

原則郵送等での対応は行っておりませんので、

必ず印刷して保管するかパソコン内に保存する等してください。

● 通知書類について
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◇電子請求受付システム（WEBサイト）から取得する場合

①

②

電子請求受付システム総合窓口（http://www.e-seikyuu.jp/） にアクセス

代理請求（ユーザIDがHD～始まる）の場合も
「障害者総合支援の請求はこちら」からログインします。

 各種通知書の取得について

135



17

処理対象年月（請求年月）
で絞り込むこともできます

④
⑤

取得ボタンをクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P.20

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
 が入った状態で表示されます）

③
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◇簡易入力システムから取得する場合

①

②

③ ④

⑤

⑥

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
 が入った状態で表示されます）

請求年月「令和 年 月」の送信待ちの請求情報があります。

令和 年 月

請求年月「令和 年 月」の請求情報が送信待ちです。

請求年月「令和 年 月」の印刷できる請求情報があります。

令和 年 月

令和3年5月

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和１年5月1日

令和１年5月10日 10:00

令和 年 月 日

令和 年 月 日

「最新情報更新」をクリック
すると【ログイン】画面が表
示されます。電子請求受付シ
ステムの[パスワード]を入力
しログインします。

【情報】画面が表示されます。
＜ＯＫ＞をクリックします。

通知書類取得をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P.20

137



19

◇取込送信システムから取得する場合

①
② ③

④

⑤

取得したい書類に を入れます。
（取得日時が“未受領”の場合は
 が入った状態で表示されます）

通知書類取得をクリックします。
通知書類はデスクトップ等に保存してください。
保存したファイルの開き方⇒P.20

令和 年 月 日 10:00

令和3年5月10日 10:00

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和3年5月1日

令和3年5月1日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日
令和 年 月 日

令和 年 月

「最新情報更新」をクリッ
クすると【ログイン】画面
が表示されます。電子請求
受付システムの[パスワー
ド]を入力しログインします。

【情報】画面が表示されま
す。＜ＯＫ＞をクリックし
ます。
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◇デスクトップに保存したファイルを開く

請求システムから取得したアイコン（①）をダブルクリックすると
フォルダ（②）がデスクトップ上に作成されます

①

②
フォルダ（②）をダブルクリックします

③

電子請求受付システム（WEBサイト）から
取得した場合は②から進んでください
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エラーコード エラーメッセージ エラー内容 確認ポイント 対応方法

① EG01・EG02 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
認定情報が登録され
ていません

該当する受給者証番号が
受給者台帳に登録されて
いない

・受給者証番号に誤りが
ないか
・市町村番号に誤りがな
いか

入力内容が誤っている
⇒修正後、再請求
入力内容に誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

② EG03・EG07 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
支給決定情報が登録
されていません

請求明細書のサービスが
受給者台帳に登録されて
いない

サービスコードに誤りは
ないか

入力内容が誤っている
⇒修正後、再請求
入力内容に誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

③ EG13 資格：受給者台帳に
サービス提供年月時
点で有効な受給者の
支給決定情報が登録
されていません

請求明細書のサービスが
受給者台帳に登録されて
いるが、支給決定期間が
切れている

・受給者証の支給決定期
間が切れていないか
・他のサービスに切替っ
ていないか
・契約情報に終了した
サービスを載せていない
か（→P.23参照）

入力内容が誤っている
⇒修正後、再請求
入力内容に誤りがない
⇒市町村に確認し再請
求

④ PP19 支給量：実績記録票
に該当するサービス
が請求明細書に存在
していません

①実績記録票のみ返戻等
一覧表に出力：明細書の
提出がない
②明細書と実績記録票が
対で返戻等一覧表に出
力：明細書にエラーがあ
るために実績記録票も連
動してエラーになった

①実績記録票と明細書
を併せて再請求
②明細書のエラーを修
正のうえ、実績記録票
と併せて再請求

◆一覧

２．照会の多いエラーについて
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エラーコード エラーメッセージ エラー内容 確認ポイント 対応方法

⑤ EC05 該当の請求情報は既
に受付済、または請
求情報内で重複する
情報が存在していま
す

契約情報に同じサービス
が２行以上記載されてい
る

契約内容報告書（確認リ
スト）に同じサービスが
複数記載されていないか
（→P.23参照）

最新の契約情報だけ記
載し、再請求。
（月途中で契約支給量
が変更になった場合で
も、契約情報には最新
のものだけを記載しま
す）

⑥ EC09 修正、または取消の
対象となる利用者負
担上限額管理結果票
が存在していません

修正対象となる、過去に
請求された上限額管理結
果票がない

上限額管理結果票の返戻
再請求分について、情報
作成区分を「修正」とし
て提出していないか
（→P.24参照）

情報作成区分を「新
規」で再請求

※返戻等一覧表に関する問い合わせ先

・エラーコードが「S」「T」で始まる場合：市町村の審査による返戻→該当市町村へ

・上記以外のエラーコード：国保連合会の機械審査による返戻→国保連合会へ

141



23

⑤EC05 該当の請求情報は既に受付済、または請求情報内で重複する情報が存在しています

※同じサービスが２行記載さ

れていると「重複エラー」に

なります。

月途中で契約支給量が変更に

なった場合は変更後の契約情

報のみ記載してください。

【契約内容報告書】

「◆一覧」から③、⑤、⑥について詳細に解説します。

③EG13 資格：受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録されていません

“身体介護の請求なし”
でも返戻になります

【契約内容報告書】

【請求明細書】

◎受給者台帳上の支給決定：身体介護決定（Ｒ５.3.1～Ｒ５.4.30：終了）
家事援助決定（Ｒ５.3.1～Ｒ６.３.３１）

※終了したサービスを契約情報に載せてしまうとエラーになります。
サービス月時点で有効なサービスのみ記載してください。

《令和5年５月提供分》

令和5年3月1日

令和5年3月1日

令和5年3月20日

令和5年3月1日 令和5年3月19日
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⑥EC09 修正、または取消の対象となる利用者負担上限額管理結果票が存在していません

例）コクホタロウ（ハナコ） Ｒ５年4月利用分 上限額管理結果票

令和５年５月受付分にて返戻（EC09エラー） → 令和５年6月再請求

【令和５年６月に再請求した上限額管理結果票】

情報作成区分が修正のため
EC09エラーに。
※返戻分の上限額管理結果票を

再請求する場合は
情報作成区分を「新規」のまま
提出してください。

最初の請求が
返戻になっている

令和 5年 4月分

令和5年5月受付分

令和5年4月
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 支払済、支払予定の請求データを取下げる場合は「過誤申立」という処理になります。
・過誤申立は受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
・過誤申立書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
・返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で

請求してください。

※請求・審査・支払処理は、明細書データ単位で処理がされます。
市町村への過誤申立により、過去の明細書データに対し減額分のみが調整されることに
はなりませんので、必ず修正データを再請求する必要があります。

（翌月以降）

④訂正した内容
で再請求

③過誤処理結果通知

②過誤処理依頼

①過誤申立書の提出

３．過誤申立（取下げ依頼）について
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◆過誤についての注意点

②利用者負担上限額管理結果票は過誤申立をしても取下げされません。

①過誤申立データの送信時期について必ず市町村と調整を行ってください。

過誤申立の際には、「何月に連合会へ過誤申立データの送信をするのか」市町村へ確認していただき、
該当月の１～１０日に当月請求分に併せて過誤申立分を送信してください。

【過誤申立を行ったデータの再請求がない場合】
当月請求分の金額から過去に支払済の金額を取下げし相殺するため、
事業所からの請求金額より支払額が少なくなります。
なお、当月請求分の支払金額より過誤金額が上回った場合、
請求月翌月に事業所から国保連合会へマイナス分の金額を振込みしていただくことになります。

※振込方法等については、国保連合会よりご連絡します。

利用者負担上限額管理結果票を修正する場合は、「情報作成区分」を「修正」としてデータ作成し請求して
ください。

※上限額管理事業所が他事業所で、自事業所の利用者負担額が変更となる場合は、上限額管理事業所より当
該結果票を送信していただく必要があります。

▼簡易入力システム・利用者負担上限額管理結果入力画面

26

令和 年 月分
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 同月過誤

【同月過誤】
国保連合会で審査確定した実績の取下げと取下げた分の再請求（正しい金額）を
同一月内で行うものです。

①令和５年１１月に●●市へ過誤申立書を提出します。（事業所）

②令和５年１２月に、国保連合会へ過誤申立データを送信します（●●市）

③令和５年１２月請求受付（事業所）
Ａさんの令和５年7月分の再請求及び令和５年11月提供５名分の請求をします。

④令和5年12月受付分が国保連合会で過誤調整され令和6年1月２０日に事業所へ支払われます。

27

過誤対象者・・・１名（Ａさん）
過誤対象年月・・・Ｒ５．７月提供分
過誤金額・・・30,000円 ※

<12月受付分>
○通常請求

対象者・・・5名
対象年月・・・Ｒ５．11月提供分
金額・・・100,000円

○再請求分
過誤対象者・・・１名（Ａさん）
過誤対象年月・・・Ｒ５．7月提供分
過誤金額・・・30,000円 ※
再請求金額・・・20,000円

◆過誤請求の例

過誤申立書

請求明細書 サービス提供
実績記録表

12月請求分・・・5件 ＋ 100,000円

再請求分・・・1件 ＋ 20,000円

※過誤分・・・1件 － 30,000円

合計 90,000円 ←この金額が振込まれます。
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【通常過誤】
国保連合会で審査確定した実績の明細書の取下げだけを行うものです。
なお、再請求がある場合は、取下げが確定した後に、国保連合会に再請求を行います。

①令和５年１１月に●●市へ過誤申立書を提出します（事業所）

②令和５年１２月に国保連合会へ過誤申立データを送信します（●●市）

③令和５年１１月提供５名分の請求をします。
令和５年１２月請求受付分より、過誤金額の全額が差し引かれ事業所へ支払われます。

④令和６年１月請求受付分で、再請求を行います（事業所）

⑤令和６年２月２０日に事業所へ再請求分が全額支払われます（国保連合会）

28

過誤申立書

過誤対象者・・・１名（Ｂさん）
過誤対象年月・・・Ｒ５．７月提供分
過誤金額・・・30,000円 ※

請求明細書 サービス提供
実績記録表

<12月受付分>
通常請求
対象者・・・5名
対象年月・・・Ｒ５．11月提供分
金額・・・100,000円
過誤金額・・・30,000円※

12月請求分・・・5件 ＋ 100,000円

※過誤分・・・1件 － 30,000円

合計 70,000円 ←この金額が振込まれます。
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 障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届について

（１）変更手続きの方法

①内容に変更がある場合、お早めに国保連合会にご連絡ください。

国保連合会から該当事業所の「障害福祉サービス費等の請求および受領に関する届」を郵送します。

②郵送された「障害福祉サービス費等の請求および受領に関する届」の変更箇所を 朱書き+訂正印 に

て修正し、国保連合会へご返送ください。

③２５日までに到着の場合は、翌月振込分より変更となり、

２６日以降に到着した場合は、翌々月振込分より変更となります。

※国保連合会で変更可能な項目は、請求者と口座情報（振込先、支店名、口座番号、

フリガナ（受領者）、（口座名義人）受領者）となります。

住所、電話番号等の変更は指定権者にお問い合わせください。

（２）委任状が必要な場合

・開設者と請求者が異なる

・開設者と受領者（口座名義人）が異なる

銀行口座の変更にあたっては、「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」の

再提出が必要となりますので、国保連合会にご連絡ください。

４．銀行口座の変更について
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 障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届記載例

必ずご提出ください！
・給付費の振込口座登録用の書類です。
・次月から請求したい場合は２５日まで

にご提出ください。

異動年月…請求データを送信する月を記入してください。
例：令和1年5月サービス分⇒令和１年6月請求未定の場合は

空欄でも可

フリガナは通帳のカナ（表紙裏に記載）
のとおりに記入してください

フリガナに合わせて記入してください
例： カ）マルマルマルサービス

株）●●●サービス

149



31

電子請求受付システムのトップメニュー「請求関連資料」を活用することで
請求事務に必要となる資料を参照することができます。

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②

５．「請求関連資料」等の掲載について
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「ファイルまたはリンク」欄にある資料の
リンクをクリックすることで参照できます。

該当サービスをクリックすると
右図が出てきます。

サービスごとに報酬算定構造やサービス
コード表等を参照することができます。
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 「請求関連資料」のお勧め資料

 サービス実績記録票記載例

「サービス実績記録票記載例」のリンクを
クリックすると右図のように各サービスの
実績記録票記載例が参照できます。
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 サービスコード表

該当サービスをクリックすると
右図が出てきます。
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「サービスコード表【ＰＤＦ】」のリンク
をクリックすると右図のように各サービス
のサービスコード表が参照できます。
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サービス提供事業所等向けパンフレット（小冊子）「請求事務ハンドブック」が
電子請求受付システム（WEBサイト）の「お知らせ一覧」に掲載されています。

電子請求受付システム総合窓口 障害者総合支援の請求はこちら お知らせ一覧 
2021/05/28 請求時にご活用いただける「請求事務ハンドブック」の改版について

掲載場所

請求情報の作成方法やよくある質問等が
記載された約30ページの小冊子です

 「請求事務ハンドブック」の掲載
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※「障害福祉サービス費等の請求について」
の掲載場所
本会ホームページトップページ
→介護福祉関係の皆様
→障害福祉サービス事業所向け
→障害福祉サービス費等の請求について

お問い合わせの多い「市町村番号一覧表」および「地域区分表」の掲載場所のご案内となります。

◆「市町村番号一覧表」および「地域区分表」

 本会ホームページ「障害福祉サービス費等の請求について」より

当該リンクをクリックする
と右図が参照できます。
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 電子請求受付システム「お知らせ一覧」より

電子請求受付システム総合窓口（ http://www.e-seikyuu.jp/）にアクセス

①
②
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赤枠をクリックすると右図
の画面へ推移します。
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赤枠をクリックすると右図
が参照できます。
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